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保医発第0305002号

平成 2 0 年３月５日

地 方 社 会 保 険 事 務 局 長

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部）長 殿

都道府県老人医療主管部（局）

高齢者医療主管課（部）長

厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課 長

厚生労働省保険局歯科医療管理官

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

標記については、本日、「診療報酬の算定方法」（平成20年厚生労働省告示第59号）の規定に基づ

き、「基本診療料の施設基準等」（平成20年厚生労働省告示第62号）が公布され、平成20年４月１日

より適用されることとなったところであるが、保険医療機関からの届出を受理する際には、下記の事

項に留意の上、貴管下の保険医療機関及び審査支払機関等に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のな

いよう特段の御配慮を願いたい。

なお、従前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（平成18

年３月６日保医発第0306002号）は、平成20年３月31日限り廃止する。

記

第１ 基本診療料の施設基準等

基本診療料の施設基準等については、「基本診療料の施設基準等」（平成20年厚生労働省告示第

62号）に定めるものの他、下記のとおりとする。

１ 初・再診料の施設基準等は別添１のとおりとする。

２ 入院基本料等の施設基準等は別添２のとおりとする。

３ 入院基本料等加算の施設基準等は別添３のとおりとする。
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４ 特定入院料の施設基準等は別添４のとおりとする。

５ 短期滞在手術基本料の施設基準等は別添５のとおりとする。

６ 基本診療料の施設基準等（平成20年厚生労働省告示第62号）及び本通知において規定する診療

科については、医療法施行令（昭和23年政令第326号）及び医療法施行規則（昭和23年厚生省令

第50号）の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであ

ること。

７ 診療等に要する書面等は別添６のとおりである。

なお、当該書面による様式として示しているものは、参考として示しているものであり、示し

ている事項が全て記載されている様式であれば、別添６の様式と同じでなくても差し支えないも

のであること。

また、当該様式の作成や保存方法等にあたっては、医師事務作業の負担軽減等の観点から各保

険医療機関において工夫されたい。

第２ 届出に関する手続き

１ 基本診療料の施設基準等に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機

関単位で行うものであること。

２ 「基本診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関

の開設者は、当該保険医療機関の所在地の地方社会保険事務局長に対して、別添７の当該施設基

準に係る届出書（届出書添付書類を含む。以下同じ。）を正副２通提出するものであること。な

お、国立高度専門医療センター等で内部で権限の委任が行われているときは、病院の管理者が届

出書を提出しても差し支えない。

３ 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「基本診療料の施設基準等」及び本通知の第１

に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又

は不受理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。

なお、この要件審査に要する期間は原則として２週間以内を標準とし、遅くとも概ね１か月以内

（提出者の補正に要する期間は除く。）とするものであること。

４ 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に規定する場合を除き、届出前１か月の

実績を有していること。ただし、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急入院料及び精神科救

急・合併症入院料の施設基準については届出前４か月、回復期リハビリテーション病棟入院料１

の施設基準については届出前６か月の実績を有していること。なお、特に規定するものの他、単

なる名称変更、移転等で実体的に開設者及び従事者に変更がないと考えられるものについては実

績を要しない。

５ 基本診療料の施設基準等に係る届出を行う保険医療機関が、次のいずれかに該当する場合にあ

っては当該届出の受理は行わないものであること。

(１) 当該届出を行う前６か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出（法

令の規定に基づくものに限る。）を行ったことがある保険医療機関である場合。

(２) 当該届出を行う前６か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労

働大臣が定める掲示事項等（平成18年厚生労働省告示第107号）に違反したことがある保険

医療機関である場合。

(３) 地方社会保険事務局長に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院
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患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法（平成18年厚生労働省告

示第104号）に該当している保険医療機関である場合。

(４) 当該届出を行う前６か月間において、健康保険法（大正11年法律第70号）第78条第１項

（同項を準用する場合を含む。）及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80

号）（以下「高齢者医療確保法」という。）第72条第１項の規定に基づく検査等の結果、診

療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた保険医療機関である場

合。なお、「診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた場合」

とは、「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査について」（平成12年５月31日保発第10

5号厚生省保険局長通知）に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその他の処

分を受けた場合をいうものとする。

６ 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して副本

に受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するもので

あること。なお、入院基本料等区分があるものについては、区分も付して通知すること。

夜間・早朝等加算 （夜朝）第 号

電子化加算 （電子化）第 号

地域歯科診療支援病院歯科初診料 （病初診）第 号

歯科外来診療環境体制加算 （外来環）第 号

一般病棟入院基本料 （一般入院）第 号

療養病棟入院基本料 （療養入院）第 号

結核病棟入院基本料 （結核入院）第 号

精神病棟入院基本料 （精神入院）第 号

特定機能病院入院基本料 （特定入院）第 号

専門病院入院基本料 （専門入院）第 号

障害者施設等入院基本料 （障害入院）第 号

有床診療所入院基本料 （診入院）第 号

有床診療所療養病床入院基本料 （診療養入院）第 号

入院時医学管理加算 （入時加算）第 号

臨床研修病院入院診療加算 （臨床研修）第 号

超急性期脳卒中加算 （超急性期）第 号

妊産婦緊急搬送入院加算 （妊産婦）第 号

診療録管理体制加算 （診療録）第 号

医師事務作業補助体制加算 （事務補助）第 号

特殊疾患入院施設管理加算 （特施）第 号

新生児入院医療管理加算 （新入）第 号

療養環境加算 （療）第 号

重症者等療養環境特別加算 （重）第 号

療養病棟療養環境加算１ （療養１）第 号

療養病棟療養環境加算２ （療養２）第 号

療養病棟療養環境加算３ （療養３）第 号

療養病棟療養環境加算４ （療養４）第 号
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診療所療養病床療養環境加算１ （診療養１）第 号

診療所療養病床療養環境加算２ （診療養２）第 号

重症皮膚潰瘍管理加算 （重皮潰）第 号

緩和ケア診療加算 （緩診）第 号

精神科応急入院施設管理加算 （精応）第 号

精神病棟入院時医学管理加算 （精入学）第 号

精神科地域移行実施加算 （精移行）第 号

精神科身体合併症管理加算 （精合併加算）第 号

児童・思春期精神科入院医療管理加算 （児春）第 号

がん診療連携拠点病院加算 （がん拠点）第 号

栄養管理実施加算 （栄養管理）第 号

医療安全対策加算 （医療安全）第 号

褥瘡患者管理加算 （褥）第 号

褥瘡ハイリスク患者ケア加算 （褥瘡ケア）第 号

ハイリスク妊娠管理加算 （ハイ妊娠）第 号

ハイリスク分娩管理加算 （ハイ分娩）第 号

退院調整加算 （退院）第 号

後期高齢者総合評価加算 （後期評価）第 号

後期高齢者退院調整加算 （後期退院）第 号

地域歯科診療支援病院入院加算 （地歯入院）第 号

救命救急入院料 （救）第 号

特定集中治療室管理料 （集）第 号

ハイケアユニット入院医療管理料 （ハイケア）第 号

脳卒中ケアユニット入院医療管理料 （脳卒中ケア）第 号

新生児特定集中治療室管理料 （新）第 号

総合周産期特定集中治療室管理料 （周）第 号

広範囲熱傷特定集中治療室管理料 （熱）第 号

一類感染症患者入院医療管理料 （一類）第 号

特殊疾患入院医療管理料 （特入）第 号

小児入院医療管理料１ （小入１）第 号

小児入院医療管理料２ （小入２）第 号

小児入院医療管理料３ （小入３）第 号

小児入院医療管理料４ （小入４）第 号

回復期リハビリテーション病棟入院料１ （回１）第 号

回復期リハビリテーション病棟入院料２ （回２）第 号

亜急性期入院医療管理料１ （亜１）第 号

亜急性期入院医療管理料２ （亜２）第 号

特殊疾患病棟入院料１ （特疾１）第 号

特殊疾患病棟入院料２ （特疾２）第 号

緩和ケア病棟入院料 （緩）第 号
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精神科救急入院料 （精救）第 号

精神科急性期治療病棟入院料１ （精急１）第 号

精神科急性期治療病棟入院料２ （精急２）第 号

精神科救急・合併症入院料 （精合併）第 号

精神療養病棟入院料 （精療）第 号

認知症病棟入院料１ （認治１）第 号

認知症病棟入院料２ （認治２）第 号

診療所後期高齢者医療管理料 （診管）第 号

短期滞在手術基本料１ （短手１）第 号

短期滞在手術基本料２ （短手２）第 号

７ 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の１日から当該届出に係る診

療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月

の１日から算定する。なお、平成20年４月14日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件

審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月１日に遡って算定することができるもの

とする。

８ 届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者に対して通知するものであるこ

と。

第３ 届出受理後の措置等

１ 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じた場合には、保険医療機関の開

設者は遅滞なく変更の届出等を行うものであること。また、病床数に著しい増減があった場合に

はその都度届出を行う。

ただし、次に掲げる事項についての一時的な変動についてはこの限りではない。

(１) 平均在院日数及び月平均夜勤時間数については、暦月で３か月を超えない期間の１割以内

の一時的な変動。

(２) 医師と患者の比率については、暦月で３か月を超えない期間の次に掲げる範囲の一時的な

変動

ア 医療法に定める標準数を満たしていることが届出に係る診療料の算定要件とされている

場合

当該保険医療機関における医師の配置数が、医療法に定める標準数から１を減じた数以

上である範囲

イ 「基本診療料の施設基準等」第五の二の(２)、四の(２)及び六の(３)の場合

常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に100分の10を乗じて得た数から１を減じ

た数以上

(３) １日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者（以下「看護要員」という。）の

数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師（以下「看護職員」とい

う。）の数に対する看護師の比率については、暦月で１か月を超えない期間の１割以内の一

時的な変動。

(４) 医療法上の許可病床数（感染症病床を除く。）が100床未満の病院及び特別入院基本料を

算定する保険医療機関にあっては、１日に当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入
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院患者の比率並びに看護職員の数に対する看護師の比率については、暦月で３か月を超えな

い期間の１割以内の一時的な変動。

(５) 算定要件中の該当患者の割合については、暦月で３か月を超えない期間の１割以内の一時

的な変動。

(６) 算定要件中の紹介率及び逆紹介率については、暦月で３か月間の一時的な変動。

(７) 算定要件中の他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合については、３か月間（暦

月）の平均実績が６割未満とならない範囲の一時的な変動。

２ １による変更の届出は、１のただし書の場合を除き、届出の内容と異なった事情が生じた日の

属する月の翌月に速やかに行うこと。その場合においては、変更の届出を行った日の属する月の

翌月から変更後の入院基本料等を算定すること。ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの

変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基

準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の

属する月の翌月から変更後の入院基本料等を算定すること。

３ 届出を受理した保険医療機関については、適時調査を行い（原則として年１回、受理後６か月

以内を目途）、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の

適正を期するものであること。

４ 基本診療料の施設基準等に適合しないことが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場

合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には当該保険医療機関の開設者に弁明を行う

機会を与えるものとすること。

５ 届出を行った保険医療機関は、毎年７月１日現在で届出書の記載事項について報告を行うもの

であること。

６ 地方社会保険事務局においては、届出を受理した後、当該届出事項に関する情報を都道府県に

提供し、相互に協力するよう努めるものとすること。

７ 届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方社会保険事務局において閲覧（ホ

ームページへの掲載等を含む。）に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者

等に提供するよう努めるものとする。また、保険医療機関においても、保険医療機関及び保険医

療養担当規則（昭和32年厚生省令第15号）及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療

養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和58年厚生省告示第14号）の規定に基づき、院内

の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。

（掲示例）

(１) 入院患者数42人の一般病棟で、一般病棟入院基本料の10対１入院基本料を算定している病

院の例

「当病棟では、１日に13人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。な

お、時間帯毎の配置は次のとおりです。」

・ 朝９時～夕方17時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は６人以内です。

・ 夕方17時～深夜１時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は14人以内です。

・ 深夜１時～朝９時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は14人以内です。

(２) 有床診療所入院基本料１を算定している診療所の例

「当診療所には、看護職員が５人以上勤務しています。」
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第４ 経過措置等

１ 第２及び第３の規定にかかわらず、平成20年３月31日現在において入院基本料等の届出が受理

されている保険医療機関については、次の取扱いとする。

平成20年３月31日において現に表１及び表２に掲げる入院基本料等以外の入院基本料等を算定

している保険医療機関であって、引き続き当該入院基本料等を算定する場合には、新たな届出を

要しないが、平成20年４月以降の実績により、届出を行っている入院基本料等の施設基準等の内

容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。

表１ 新たに施設基準が創設されたことにより、平成20年４月以降において当該点数を算定する

に当たり届出の必要なもの

夜間・早朝等加算

歯科外来診療環境体制加算

超急性期脳卒中加算

妊産婦緊急搬送入院加算

医師事務作業補助体制加算

精神科地域移行実施加算

看護補助加算２及び３（平成20年３月31日において現に７対１入院基本料を算定してる病棟で

あって、平成20年４月１日以降において10対１入院基本料を算定する病棟に限る。）

精神科身体合併症管理加算

児童・思春期精神科入院医療管理加算（治療室単位での届出を行う場合に限る。）

ハイリスク妊娠管理加算

退院調整加算

後期高齢者総合評価加算

後期高齢者退院調整加算

地域歯科診療支援病院入院加算

小児入院医療管理料１

回復期リハビリテーション病棟入院料１

亜急性期入院医療管理料２

精神科救急・合併症入院料

表２ 施設基準の改正により、平成20年３月31日において現に当該点数を算定していた保険医療

機関であっても、平成20年４月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの

電子化加算（ただし、第２の１(２)のウ以外の要件を満たす保険医療機関を除く。）

一般病棟入院基本料（７対１入院基本料であって、平成20年７月１日以降に限る。）

結核病棟入院基本料（７対１入院基本料であって、平成20年７月１日以降に限る。）

専門病院入院基本料（７対１入院基本料であって、平成20年７月１日以降に限る。）

障害者施設等入院基本料（平成20年10月１日以降（７対１入院基本料については平成20年４月

１日以降）に限る。）

有床診療所入院基本料の注２から注４までに掲げる加算

入院時医学管理加算
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特殊疾患入院施設管理加算（平成20年10月１日以降に限る。）

緩和ケア診療加算

医療安全対策加算

ハイリスク分娩管理加算

特殊疾患入院医療管理料（平成20年10月１日以降に限る。）

特殊疾患病棟入院料（平成20年10月１日以降に限る。）

精神科救急入院料

表３ 診療報酬の算定項目の名称が変更されたが、平成20年３月31日において現に当該点数を算

定していた保険医療機関であれば新たに届出は必要でないもの

療養病棟入院基本料２ → 療養病棟入院基本料

有床診療所療養病床入院基本料２ → 有床診療所療養病床入院基本料

小児入院医療管理料１，２，３ → 小児入院医療管理料２，３，４

亜急性期入院医療管理料 → 亜急性期入院医療管理料１

老人性認知症疾患治療病棟入院料 → 認知症病棟入院料

診療所老人医療管理料 → 診療所後期高齢者医療管理料

表４ 回復期リハビリテーション病棟入院料２（平成20年３月31日において現に回復期リハビリ

テーション病棟入院料を算定していた病棟であって、平成20年10月１日以降において回復期リ

ハビリテーション病棟入院料１の届出を行わない場合には、回復期リハビリテーション病棟入

院料２の届出がされたものとみなす。）

２ 精神病棟入院基本料の特別入院基本料の施設基準のうち「当該病棟の入院患者の数が25又はそ

の端数を増すごとに１以上であること」については、看護職員の確保が特に困難であると認めら

れる保険医療機関であって、看護職員の確保に関する具体的な計画が定められているものについ

ては、当該施設基準の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

３ 基本診療料の施設基準等第十一の三の二、四の三、四の五、四の六の規定は、平成20年３月31

日において現に障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患療養病棟入院料１

又は特殊疾患療養病棟入院料２を算定する病棟に入院していた重度の肢体不自由児(者)等の患者

に限り、当該病棟を療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換した日以降から、平成22年３月31

日までの間に限り、医療区分２又は３の患者とみなす取扱いを規定したものであり、その取扱い

に係る転換方法は、次の場合があること。なお、いずれの場合においても、転換後医療区分２又

は３の患者とみなす患者は、平成20年３月31日において現に障害者施設等入院基本料等を算定す

る病棟に入院していた重度の肢体不自由児(者)等の患者であって、平成20年４月１日から転換ま

での間に障害者施設等入院基本料等を算定する病棟に入院した重度の肢体不自由児(者)等の患者

は該当しないものであること。

ア 障害者施設等入院基本料等を算定している病棟を平成20年４月１日から平成22年３月31日ま

での間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換した場合
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イ 障害者施設等入院基本料等を算定している病棟を平成20年４月１日から平成22年３月31日ま

での間に、療養病棟入院基本料を算定する病棟以外の病棟に転換した上で、その後療養病棟入

院基本料を算定する病棟に転換した場合

４ 基本診療料の施設基準等第十一の四の規定は、平成18年６月30日において現に特殊疾患療養病

棟入院料１又は特殊疾患療養病棟入院料２を算定する病棟に入院していた別表第十二の患者であ

って、当該病棟を平成18年７月１日から平成20年３月31日までの間に療養病棟入院基本料を算定

する病棟に転換し、医療区分２又は３の患者とみなされていた患者のうち、次の患者について、

平成20年４月１日以降も、平成22年３月31日までの間に限り、引き続き医療区分２又は３の患者

とみなすことを規定したものである。

平成20年３月31日において現に療養病棟入院基本料２の20対１配置病棟に入院している患者

（仮性球麻痺の患者を除く。）
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別添１

初・再診料の施設基準等

第１ 夜間・早朝等加算

１ 夜間・早朝等加算に関する施設基準等

(１) １週間当たりの表示診療時間の合計が30時間以上の診療所である保険医療機関であること。

なお、一定の決まった日又は決まった時間に行われる訪問診療の時間については、その実施

する時間を表示している場合に限り、１週間当たりの表示診療時間に含めて差し支えない。

(２) (１)の規定にかかわらず、概ね月１回以上、当該診療所の保険医が、客観的に深夜におけ

る救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関に赴き夜

間・休日の診療に協力している場合は、１週間当たりの表示診療時間の合計が27時間以上で

よいこと。また、当該診療所が次のイ及びウの保険医療機関である場合も同様に取り扱うも

のであること。

ア 地域医療支援病院(医療法第４条第１項に規定する地域医療支援病院）

イ 救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）に基づき認定された救急病院又は

救急診療所

ウ 「救急医療対策の整備事業について(昭和52年医発第692号)」に規定された保険医療機

関又は地方自治対等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医

療機関

(３) (１)及び(２)の規定にかかわらず、表示診療時間とされる場合であって、当該診療機関が

常態として医師が不在となる時間（訪問診療に要する時間を除く。）は、１週間当たりの表

示診療時間の合計に含めない。

(４) 診療時間については、当該保険医療機関の建造物の外部かつ敷地内に表示し、診療可能な

時間を地域に周知していること。なお、当該保険医療機関が建造物の一部を用いて開設され

てる場合は、当該保険医療機関の外部に表示していること。

２ 届出に関する事項

夜間・早朝等加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式１を用いること。

第２ 電子化加算

１ 電子化加算に関する施設基準等

許可病床数が400床未満の保険医療機関（平成21年４月１日以降は、許可病床数が400床未満の

保険医療機関のうち、レセプトコンピュータを使用しているものであって、光ディスク等を用い

た請求を行っているもの又はレセプト文字データ変換ソフトを使用することによって光ディスク

等を用いた請求を行うことができるもの以外の保険医療機関）のうち、次のいずれにも該当して

いること。

(１) 次のいずれにも該当していること。

ア 診療報酬の請求に係る電算処理システムを導入していること。

イ 個別の費用ごとに区分して記載した領収証（医科診療報酬点数表又は歯科診療報酬点数

表の各部単位で金額の内訳の分かるもの）を無償で交付していること。
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(２) 次のいずれかに該当していること。

ア フレキシブルディスク又は光ディスクを提出することにより診療報酬の請求を行ってい

ること。

イ 試行的オンラインシステムを活用した診療報酬の請求を行っていること。

ウ 患者から求めがあったときに、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は

金額を記載した詳細な明細書を交付する体制を整えており、その旨を院内のわかりやすい

場所及び支払窓口に表示していること。

エ バーコード、電子タグ等による医療安全対策を行っていること。

オ インターネットを活用した予約システムが整備されていること。

カ 診療情報（紹介状を含む。）を電子的に提供していること。

キ 検査、投薬等に係るオーダリングシステムが整備されていること。

ク 電子カルテによる診療録管理を行っていること。

ケ フィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存し、コンピューターの表

示装置等を活用し画像診断を行っていること。

コ 遠隔医療支援システムを活用し、離島若しくはへき地における医療又は在宅医療を行っ

ていること。

２ 届出に関する事項

電子化加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式２を用いること。

第３ 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等

１ 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等

(１) 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する基準における文書により紹介された患者の数及

び当該保険医療機関における初診患者の数は、届出前１か月間（暦月）の数値を用いる。

(２) 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する基準における手術の数は、届出前１年間（暦

年）の数値を用いる。

(３) (１)の「文書により紹介された患者の数」とは、別の保険医療機関等からの文書（別添６

の別紙１又はこれに準ずる様式）により紹介されて歯科、小児歯科、矯正歯科又は口腔外科

を標榜する診療科に来院し、初診料を算定した患者（当該保険医療機関と特別の関係にある

保険医療機関からの紹介患者は除く。）の数をいい、当該保険医療機関における「初診の患

者の数」とは、当該診療科で初診料を算定した患者の数（時間外、休日又は深夜に受診した

６歳未満の患者を除く。）をいう。単に電話での紹介を受けた場合等は紹介患者には該当し

ない。

(４) 「特別の関係にある保険医療機関」とは「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留

意事項について」（平成20年３月５日保医発第0305001号）の別添１第１章第２部通則７の

(３)に規定する特別の関係にある保険医療機関をいう。

(５) 当該病院が当該病院の存する地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連

携体制が確保されていること。

２ 届出に関する事項

地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に係る届出は、別添７の様式３を用いること。
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届出受理後の措置については、毎年３月末日までに、前年１年間（暦年）の実績について別添

７の様式３による報告を行い、必要があれば区分の変更を行う。

第４ 歯科外来診療環境体制加算

１ 歯科外来診療環境体制加算に関する施設基準

(１) 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策に係る研修を修了

した常勤の歯科医師が１名以上配置されていること。

(２) 歯科衛生士が１名以上配置されていること。

(３) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有

していること。

ア 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）

イ 経皮的酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター）

ウ 酸素（人工呼吸・酸素吸入用のもの）

エ 血圧計

オ 救急蘇生セット（薬剤を含む。）

カ 歯科用吸引装置

(４) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連

携体制が確保されていること。

(５) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄

・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。

(６) 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保し

ていること。

(７) 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整

時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。

(８) 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やそ

の対応及び当該医療機関で取り組んでいる院内感染防止対策等、歯科診療に係る医療安全管

理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

２ 届出に関する事項

歯科外来診療環境体制加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式４を用いること。
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別添２

入院基本料等の施設基準等

第１ 入院基本料（特別入院基本料を含む。）及び特定入院料に係る入院診療計画、院内感染防止対

策、医療安全管理体制及び褥瘡対策の基準

入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制及び褥瘡対策の基準は、「基本診療料の施

設基準等」の他、次のとおりとする。

１ 入院診療計画の基準

(１) 当該保険医療機関において、入院診療計画が策定され、説明が行われていること。

(２) 入院の際に、医師、看護師、その他必要に応じ関係職種が共同して総合的な診療計画を策

定し、患者に対し、別添６の別紙２を参考として、文書により病名、症状、治療計画、検査

内容及び日程、手術内容及び日程、推定される入院期間等について、入院後７日以内に説明

を行うこと。ただし、高齢者医療確保法の規定による療養の給付を提供する場合の療養病棟

における入院診療計画については、別添６の別紙２の２を参考にすること。なお、参考様式

の項目すべてが含まれている場合は、各保険医療機関が適当とする様式で差し支えない。

(３) 入院時に治療上の必要性から患者に対し、病名について情報提供し難い場合にあっては、

可能な範囲において情報提供を行い、その旨を診療録に記載すること。

(４) 医師の病名等の説明に対して理解できないと認められる患者（例えば小児、意識障害患

者）については、その家族等に対して行ってもよい。

(５) 説明に用いた文書は、患者（説明に対して理解できないと認められる患者についてはその

家族等）に交付するとともに、その写しを診療録に貼付するものとする。

２ 院内感染防止対策の基準

(１) 当該保険医療機関において、院内感染防止対策が行われていること。

(２) 当該保険医療機関において、院内感染防止対策委員会が設置され、当該委員会が月１回程

度、定期的に開催されていること。

(３) 院内感染防止対策委員会は、病院長又は診療所長、看護部長、薬剤部門の責任者、検査部

門の責任者、事務部門の責任者、感染症対策に関し相当の経験を有する医師等の職員から構

成されていること（診療所においては各部門の責任者を兼務した者で差し支えない。）。

(４) 当該保険医療機関内において（病院である保険医療機関においては、当該病院にある検査

部において）、各病棟（有床診療所においては、当該有床診療所の有するすべての病床。以

下この項において同じ。）の微生物学的検査に係る状況等を記した「感染情報レポート」が

週１回程度作成されており、当該レポートが院内感染防止対策委員会において十分に活用さ

れる体制がとられていること。当該レポートは、入院中の患者からの各種細菌の検出状況や

薬剤感受性成績のパターン等が病院又は有床診療所の疫学情報として把握、活用されること

を目的として作成されるものであり、各病棟からの拭き取り等による各種細菌の検出状況を

記すものではない。

(５) 院内感染防止対策として、職員等に対し流水による手洗いの励行を徹底させるとともに、

各病室に水道又は速乾式手洗い液等の消毒液が設置されていること。ただし、精神病棟、小

児病棟等においては、患者の特性から病室に前項の消毒液を設置することが適切でないと判

断される場合に限り、携帯用の速乾式消毒液等を用いても差し支えないものとする。
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３ 医療安全管理体制の基準

(１) 当該保険医療機関において、医療安全管理体制が整備されていること。

(２) 安全管理のための指針が整備されていること。

安全管理に関する基本的な考え方、医療事故発生時の対応方法等が文書化されていること。

(３) 安全管理のための医療事故等の院内報告制度が整備されていること。

院内で発生した医療事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施さ

れる体制が整備されていること。

(４) 安全管理のための委員会が開催されていること。

安全管理の責任者等で構成される委員会が月１回程度開催されていること。

(５) 安全管理の体制確保のための職員研修が開催されていること。

安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的

とするものであり、研修計画に基づき、年２回程度実施されることが必要である。

４ 褥瘡対策の基準

(１) 当該保険医療機関において、褥瘡対策が行われていること。

(２) 当該保険医療機関において、褥瘡対策に係る専任の医師及び専任の看護職員から構成され

る褥瘡対策チームが設置されていること。

(３) 当該保険医療機関における日常生活の自立度が低い入院患者につき、別添６の別紙３を参

考として褥瘡に関する危険因子の評価を実施すること。

第２ 病院の入院基本料等に関する施設基準

病院である保険医療機関の入院基本料等に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、

下記のとおりとする。

１ 病棟の概念は、病院である保険医療機関の各病棟における看護体制の１単位をもって病棟とし

て取り扱うものとする。なお、高層建築等の場合であって、複数階（原則として二つの階）を１

病棟として認めることは差し支えないが、三つ以上の階を１病棟とすることは、２の(３)の要件

を満たしている場合に限り、特例として認められるものであること。また、感染症病床が別棟に

ある場合は、隣接して看護を円滑に実施できる一般病棟に含めて１病棟とすることができる。

平均入院患者数が概ね30名程度以下の小規模な結核病棟を有する保険医療機関については、一

般病棟と結核病棟を併せて１看護単位とすることはできるが、看護配置基準が同じ入院基本料を

算定する場合に限る。ただし、結核病床を構造上区分すること等医療法で規定する構造設備の基

準は遵守するものとし、平均在院日数の計算に当たっては、一般病棟及び結核病棟を合わせて

（ただし、13対１入院基本料及び15対１入院基本料の場合は、一般病棟のみにより）計算するも

のとし、一般病棟及び結核病棟が７対１入院基本料の届出を行う病棟である場合には、一般病棟

及び結核病棟を合わせて看護必要度の評価を行うものとする。

２ １病棟当たりの病床数に係る取扱いについては、次のとおりとする。

(１) １病棟当たりの病床数については、①効率的な看護管理、②夜間における適正な看護の確

保、③当該病棟に係る建物等の構造の観点から、総合的に判断した上で決定されるものであ

り、原則として60床以下を標準とする。ただし、精神病棟については、70床まではやむを得

ないものとする。

(２) (１)の病床数の標準を上回っている場合については、①２以上の病棟に分割した場合には、

片方について１病棟として成り立たない、②建物構造上の事情で標準を満たすことが困難で
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ある、③近く建物の改築がなされることが確実である等、やむを得ない理由がある場合に限

り、認められるものであること。

(３) 複数階で１病棟を構成する場合又は別棟にある感染症病床を含めて１病棟を構成する場合

についても上記(１)及び(２)と同様であるが、いわゆるサブナース・ステーションの設置や

看護要員の配置を工夫すること。

３ 平均在院日数については次の点に留意すること。

(１) 平均在院日数を算出するに当たり対象となる入院患者は、保険診療に係る入院患者（「基

本診療料の施設基準等」の別表第二に規定する入院患者を除く。）であること。

(２) 平均在院日数については、直近３か月間の数値を用いて別添６の別紙４により計算するこ

と。なお、平均在院日数は小数点以下は切り上げること。

４ 入院患者の数及び看護要員の数等については下記のとおりとする。

(１) 入院患者の数については、次の点に留意する。

ア 入院患者の数には、保険診療に係る入院患者のほか、正常の妊産婦、生母の入院に伴っ

て入院した健康な新生児又は乳児、人間ドックなどの保険外診療の患者であって、看護要

員を保険診療を担当する者と保険外診療を担当する者とに明確に区分できない場合の患者

を含むものであること。

イ 入院患者の数については、届出時の直近１年間（届出前１年から６か月の間に開設又は

増床を行った保険医療機関にあっては、直近６か月間とする。）の延入院患者数を延日数

で除して得た数とし、小数点以下は切り上げる。

なお、届出前６か月の間に開設又は増床した病棟を有する保険医療機関に係る入院患者

の数の取扱いについては、便宜上、一般病棟にあっては一般病棟の病床数の80％、療養病

棟にあっては療養病棟の病床数の90％、結核病棟にあっては結核病棟の病床数の80％、精

神病棟にあっては精神病棟の病床数の1 0 0％とする。

また、一般病棟に感染症病床がある場合は、届出時の直近１年間の入院患者数が０であ

っても、感染症病床数の５％をもって感染症病床に係る入院患者の数とすることができる。

ウ 届出前１年の間に減床を行った保険医療機関については、減床後の実績が３か月以上あ

る場合は、減床後の延入院患者数を延日数で除して得た数とする。なお、減床後から３か

月未満の期間においては、減床後の入院患者数として届出を行うことができるものとする

が、当該入院患者数が、減床後３か月の時点での減床後の延入院患者数を延日数で除して

得た数を満たしていないことが判明したときは、当該届出は遡って無効となり、変更の届

出を行わせること。

エ 病棟単位で算定する特定入院料、「基本診療料の施設基準等」の別表第三に規定する治

療室、病室及び短期滞在手術基本料１に係る回復室に入院中の患者については、入院患者

の数から除く。

(２) 看護要員の数については、次の点に留意する。

ア 看護要員の数は、届出時の看護要員の数とする。

イ 当該届出病棟に配置されている看護要員の数は、１勤務帯８時間で１日３勤務帯を標準

として、月平均１日当たりの要件を満たしていること。

ウ 看護要員の数は、病棟において実際に入院患者の看護に当たっている看護要員の数であ

り、その算定に当たっては、看護部長等（専ら、病院全体の看護管理に従事する者をい

う。）、当該保険医療機関附属の看護師養成所等の専任教員、外来勤務、手術室勤務又は
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中央材料室勤務等の看護要員の数は算入しない。

エ ただし、病棟勤務と外来勤務、手術室勤務、中央材料室勤務、集中治療室勤務又は褥瘡

対策に係る専任の看護職員（当該保険医療機関の届出入院料が一の場合を除く。）を兼務

する場合は、勤務計画表による病棟勤務の時間を比例計算の上、看護要員の数に算入する

ことができる。なお、兼務者の時間割比例計算による算入は、兼務者の病棟勤務延時間数

を所定労働時間（労働基準法等の規定に基づき各保険医療機関の就業規則等において定め

られた休憩時間を除く労働時間のことをいう。以下同じ。）で除して得た数をもって看護

要員の人員とすること。

オ 当該保険医療機関の病棟勤務者としてパートタイムで継続して勤務する看護要員は、時

間割比例計算により看護要員の数に算入することができる。

なお、パート勤務者の人員換算の方法は、

パート勤務者の１か月間の実労働時間

常勤職員の所定労働時間

による。ただし、計算に当たって１人のパート勤務者の実労働時間が常勤職員の所定労働

時間を超えた場合は、所定労働時間以上の勤務時間は算定せず、「１人」として算定する。

なお、常勤職員の週当たりの所定労働時間が32時間未満の場合は、32時間を所定労働時間

として計算する。

カ 臨時職員であっても継続して勤務に服する者は、給与の支払方式が日給制であるか否か

にかかわらず、看護要員の数に算入することができる。ただし、継続勤務については、特

に被保険者証等により確認する必要はなく、実態に応じて判断すること。なお、職業安定

法（昭和22年法律第141号）の規定に基づき、職業紹介事業を行う者からの紹介又は労働

者供給事業を行う者からの供給により家政婦等を雇用した場合、労働者派遣事業の適切な

運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和60年法律第88号）に基

づき、紹介予定派遣として派遣された場合及び産前産後休業、育児休業又は介護休業中の

看護職員の勤務を派遣労働者が代替する場合は、雇用期間にかかわらず看護要員の数に算

入することができる。この場合の人員換算の方法は、「オ」の人員換算の方法により合計

するものとする。

キ 病棟単位で算定する特定入院料に係る病棟並びに「基本診療料の施設基準等」の別表第

三に規定する治療室、病室、短期滞在手術基本料１に係る回復室及び外来化学療法に係る

専用施設に勤務する看護要員の数は、兼務者を除き算入できない。

ク 看護補助者の数を算出するに当たっては、看護職員を看護補助者とみなして差し支えな

い。なお、入院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員を看

護補助者とみなす場合には、次のいずれかの方法によって人員換算のうえ計上すること。

(イ) 看護補助者とみなす看護職員は、看護職員に係る勤務計画表から除外し、その人員

を看護補助者として計上する。

(ロ) 看護職員の勤務実績に基づいて、実際に勤務した看護職員の暦月平均の１日当たり

総勤務時間数から、当該届出区分において勤務することが必要となる看護職員数の同

総勤務時間数を差し引いた数を、常勤職員の所定労働時間で除することによって換算

した人員をもって計上する。

また、小児病棟又は特殊疾患入院施設管理加算を算定している病棟等において小児患者
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の保護に当たっている保育士は、看護補助者の数に算入することができる。ただし、小児

入院医療管理料の加算の届出に係る保育士については、看護補助者として算入することは

できない。

ケ １か月以上長期欠勤の看護要員、身体障害者（児）に対する機能訓練指導員及び主とし

て洗濯、掃除等の業務を行う者は看護要員に算入しない。

(３) 夜間における勤務（以下「夜勤」という。）については、次の点について留意する。

ア 「夜勤」とは、各保険医療機関が定める午後10時から翌日の午前５時までの時間を含め

た連続する16時間（以下「夜勤時間帯」という。）の間において、現に勤務することをい

い、当該夜勤時間帯に現に勤務した時間数を「夜勤時間数」という。なお、各保険医療機

関において、当該夜勤時間帯を定める場合には、夜勤時間帯以外の時間帯（以下「日勤

帯」という。）が、夜勤時間帯と重なる時間が、当該日勤帯の２分の１以下とすること。

イ 看護要員の名簿及び勤務計画表により、各病棟（精神病棟入院基本料の特別入院基本料

以外の特別入院基本料を算定する病棟を除く。）ごとに次の要件が満たされていること。

(イ) 看護要員は、常時２人以上であること。

(ロ) 一般病棟、結核病棟及び精神病棟においては、看護職員を２人以上配置しているこ

と。（精神病棟入院基本料の特別入院基本料を除く。）

(ハ) 療養病棟においては、看護職員１人と看護補助者１人の計２人以上の配置であって

も差し支えない。

(ニ) 一般病棟、結核病棟及び精神病棟において、看護職員を２人以上配置している場合

にあっては、緊急時等やむを得ないときは、看護補助者が夜勤を行うことができる。

(ホ) (イ)から(ニ)の要件を満たしている場合は、曜日や時間帯によって、夜勤の従事者

が変動することは差し支えない。

ウ 特定入院料（小児入院医療管理料３、亜急性期入院医療管理料１又は２、特殊疾患入院

医療管理料を除く。）を算定している病棟、治療室及び病室に係る看護要員は、夜勤時間

数の計算対象としないこと。

エ 夜勤に従事する看護職員（療養病棟入院基本料を算定する病棟にあっては看護要員）の

月当たり延夜勤時間数は、１か月又は４週間の当該夜勤時間帯に従事した時間数をいう。

オ 月平均夜勤時間数は、病棟（第５の３に基づき、包括的に届出を行う場合には、当該包

括的に届出を行う複数の病棟を合わせた病棟）ごとに届出前１か月又は４週間の夜勤時間

帯に従事する看護職員（療養病棟入院基本料を算定する病棟にあっては看護要員）の延夜

勤時間数を夜勤時間帯に従事した実人員数で除して得た数とし、当該月当たりの平均夜勤

時間数の直近１か月又は直近４週間の実績の平均値により、72時間以下であること。

また、届出直後においては、当該病棟の直近３か月間又は12週間の実績の平均値が要件

を満たしていれば差し支えない。

なお、次の療養病棟入院基本料を算定する病棟の看護要員については、この限りではな

いこと。

(イ) 療養病棟入院基本料を算定する病棟の入院患者のうち、「基本診療料の施設基準

等」の別表第五の二に掲げる疾患及び状態にある患者（以下別添２において「別表第

五の二の患者」という。）と別表第五の三の一及び二に掲げる疾患及び状態にある患

者及び同表の三に掲げる患者（以下別添２において「別表第五の三の患者」とい

う。）の合計が８割以上である病棟
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(ロ) 「基本診療料の施設基準等」の第十一の五に規定する病棟（以下「介護保険移行準

備病棟」という。）

カ 月平均夜勤時間数の計算に含まれる実人員数及び延夜勤時間数には、専ら夜勤時間帯に

従事する者（以下「夜勤専従者」という。）及び月当たりの夜勤時間数が16時間以下の者

は含まない。

キ 月平均夜勤時間数の計算における夜勤時間帯の従事者数に含まれる看護要員が病棟勤務

と外来勤務等を兼務する場合又はパート勤務者などの場合には、当該看護要員の病棟勤務

の時間を時間割比例計算により従事者数を計算すること。

ク 週当たりの所定労働時間は、40時間以内であること。

ケ 夜勤専従者の月平均夜勤時間数は、72時間の概ね２倍以内であること。

コ 上記(２)のアからケまで及び(３)のアからケまでに係る看護要員の配置数、人員構成及

び夜間勤務に係る具体的な算出方法等については、別添６の別紙５の例を参考とすること。

(４) 看護の勤務体制は、次の点に留意する。

ア 看護要員の勤務形態は、保険医療機関の実情に応じて病棟ごとに交代制の勤務形態をと

ること。

イ 病棟ごとに１日当たり勤務する看護要員の数が所定の要件を満たす場合は、24時間一定

の範囲で傾斜配置することができる。なお、各勤務帯に配置する看護職員の数については、

各病棟における入院患者の状態（看護必要度等）について評価を行い、実情に合わせた適

正な配置数が確保されるよう管理すること。

ウ 特別入院基本料を算定している保険医療機関については、各病棟の看護要員数の２割を

看護師とすることが望ましい。

(５) 看護要員の配置に係る情報提供は、次の点に留意する。

ア 各勤務帯のそれぞれで、１人の看護要員が、実際に受け持っている入院患者の数を各病

棟内に掲示すること。また、複数の病棟間で傾斜配置をしている場合には、各病棟の看護

要員の配置状況を掲示すること。

イ アの掲示については、第３「届出受理後の措置等」の７の掲示例によること。

(６) 看護の実施は、次の点に留意する。

ア 看護は、当該保険医療機関の看護要員のみによって行われるものであり、当該保険医療

機関において患者の負担による付添看護が行われてはならない。ただし、患者の病状によ

り、又は治療に対する理解が困難な小児患者又は知的障害を有する患者等の場合は、医師

の許可を得て家族等患者の負担によらない者が付き添うことは差し支えない。なお、患者

の負担によらない家族等による付添いであっても、それらが当該保険医療機関の看護要員

による看護を代替し、又は当該保険医療機関の看護要員の看護力を補充するようなことが

あってはならない。

イ ①病状の観察、②病状の報告、③身体の清拭、食事、排泄等の世話等療養上の世話、④

診察の介補、⑤与薬・注射・包帯交換等の治療の介助及び処置、⑥検温、血圧測定、検査

検体の採取・測定、検査の介助、⑦患者、家族に対する療養上の指導等患者の病状に直接

影響のある看護は、看護師又は看護師の指示を受けた准看護師が行うものである。

看護補助者は、看護師長及び看護職員の指導の下に、原則として療養生活上の世話（食

事、清潔、排泄、入浴、移動等）のほか、病室内の環境整備、ベッドメーキング、看護用

品及び消耗品の整理整頓等の業務を行うこととする。
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ウ 個々の患者の病状にあった適切な看護が実施されていること。また、効果的な医療が提

供できるよう患者ごとに看護計画が立てられ、その計画に沿って看護が実施されるよう配

慮すること。

エ 看護に関する記録としては、看護体制の１単位ごとに別添６の別紙６に掲げる記録がな

されている必要がある。なお、これらの記録の様式・名称等は各病院が適当とする方法で

差し支えないが、記録の作成に際しては、重複を避け簡潔明瞭を旨とすること。

オ 当該届出に係る各病棟の看護単位ごとに看護の責任者が配置され、看護チームによる交

代制勤務等の看護が実施され、ナース・ステーション等の設備を有し、看護に必要な器具

器械が備え付けられていること。

４の２ ７対１入院基本料を算定する病棟については、次の点に留意する。

(１) ７対１入院基本料（特定機能病院入院基本料及び障害者施設等入院基本料を除く。）を算

定する病棟は、当該入院基本料を算定している全ての患者の状態を別添６の別紙７の一般病

棟用の重症度・看護必要度に係る評価票を用いて測定し、その結果、当該入院基本料を算定

している患者全体（延べ患者数）に占める基準を満たす患者（別添６の別紙７による測定の

結果、Ａ得点が２点以上、かつＢ得点が３点以上の患者をいう。）の割合が１割以上である

こと。ただし、産科患者及び小児科患者は測定対象から除外する。

(２) 一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うも

のであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの（修了証が交付さ

れているもの）若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。

ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること（１日程度）

イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること

(イ) 看護必要度の考え方、重症度・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法

(ロ) 重症度・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法

(３) 特定機能病院入院基本料の７対１入院基本料（一般病棟及び結核病棟に限る。）を算定す

る病棟については、当該病棟に入院している患者の重症度・看護必要度等について継続的に

測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。

(４) 毎年７月において、１年間（前年７月から６月までの間）の(３)の測定結果を別添７の様

式10の３により地方社会保険事務局長に報告すること。（ただし、平成20年７月は報告を要

しないこと。）

４の３ ７対１入院基本料（特定機能病院入院基本料及び障害者施設等入院基本料を除く。）に係

る入院患者数及び医師の数について

(１） ７対１入院基本料に係る患者数

４の（１）によること。

(２） 常勤の医師の数

ア 医師数は、常勤の医師（週４日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週

32時間以上である者をいう。）の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入するこ

とができる。

イ ウの医師数の計算方法における医師数は、届出時の医師数とする。

ウ ７対１入院基本料に係る医師数の計算方法

(イ) 一般病棟入院基本料及び専門病院入院基本料の７対１入院基本料に係る医師数

医療法上の一般病床（感染症病床を含む。）に入院する患者数から７対１入院基本料
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を算定する病棟に入院する患者数を減じた数を16で除した数、結核病床に入院する患者

数を16で除した数、療養病床に入院する患者数を48で除した数及び精神病床に入院する

患者数を48で除した数を合計した数を病院全体の医師数から減じた数

(ロ) 結核病棟入院基本料の７対１入院基本料に係る医師数

医療法上の一般病床（感染症病床を含む）に入院する患者数を16で除した数、療養病

床に入院する患者数を48で除した数及び精神病床に入院する患者数を48で除した数を合

計した数を病院全体の医師数から減じた数

(３）「基本診療料の施設基準等」第五の二の（２）及び六の（３）については以下のとおりと

する。

（２）のウの（イ）による医師数が、（１）による患者数に100分の10を乗じた数以上。た

だし、当該病棟に係る入院患者数が30人未満の場合は、３人以上。

(４）「基本診療料の施設基準等」第五の四の（２）については以下の通りとする。

（２）のウの（ロ）による医師数が、（１）による患者数に100分の10を乗じた数以上。た

だし、当該病棟に係る入院患者数が30人未満の場合は、３人以上。

４の４ 障害者施設等入院基本料に係る７対１入院基本料を算定する病棟について

「基本診療料の施設基準等」第五の七の（２）のイの③については、直近１か月における当該

病棟に入院する超重症児(者)及び準超重症児(者)の数の和の１日平均を、直近１か月における当

該病棟に入院する患者数の１日平均で除して算出する。

５ 療養病棟入院基本料を算定する病棟の入院患者に係る「基本診療料の施設基準等」の別表第五

の二の患者及び別表第五の三の患者の割合の算出方法等

(１) 別表第五の二及び別表第五の三の患者の割合については、次のアに掲げる数をイに掲げる

数で除して算出する。

ア 直近３か月における各病棟の入院患者ごとの別表第五の二の患者及び別表第五の三の患

者に該当する日数の和

イ 直近３か月における各病棟の入院患者ごとの入院日数の和

(２) 当該病棟の入院患者のうち、別表第五の二と別表第五の三の患者の合計が８割以上となっ

た場合は、療養病棟入院基本料にあっては「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(２)の

ロの「20対１配置病棟」への変更の届出を翌月速やかに行うこと。この場合、同月１日に遡

って受理したものとして処理すること。また、当該変更の届出前において、20対１配置病棟

の実績を有する必要はないこと。

(３) 別表第五の二及び別表第五の三の患者の割合の算出に当たっては、次に掲げる患者を含め

るものであること。

ア 平成20年３月31日において現に障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している

患者のうち、重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋

ジストロフィー患者、難病患者等であって別表第五の二の患者若しくは別表第五の三の患

者、又は別表第五の二の患者若しくは別表第五の三の患者以外の患者については、別表第

五の二の患者又は別表第五の三の患者

イ 「基本診療料の施設基準等」の別表第十二に掲げる神経難病等の患者であって、平成18

年６月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料１を算定する療養病棟に入院している患

者（平成20年４月１日以降は、20対１配置病棟に入院する患者であって仮性球麻痺の患者

以外の患者に限る。）、又は平成18年６月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料２を
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算定する療養病棟に入院している患者（別表第五の二の患者を除く。）（平成20年４月１

日以降は、20対１配置病棟に入院する患者であって仮性球麻痺の患者以外の患者に限

る。）については、それぞれ別表第五の二の患者又は別表第五の三の患者

ウ 平成20年３月31日において現に特殊疾患入院医療管理料を算定する病室に入院している

患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病

患者等については、別表第五の二の患者

エ 平成20年３月31日において現に特殊疾患療養病棟入院料１を算定する病棟に入院してい

る患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難

病患者等については、別表第五の二の患者

オ 平成20年３月31日において現に特殊疾患療養病棟入院料２を算定する病棟に入院してい

る患者のうち、重度の肢体不自由児（者）等、重度の障害者（脊髄損傷等の重度障害者、

重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。）（別表第五の二の患

者を除く。）については、別表第五の三の患者

(４)（３）の患者には、次の患者が含まれるものであること。

ア 当該病棟から当該病棟以外の療養病棟入院基本料を算定する療養病棟へ転棟した患者

イ 当該病棟から一般病棟へ転棟又は転院した後、28日以内に再度療養病棟入院基本料を算

定する療養病棟に入院した患者

(５) 当該病棟の入院患者のうち、別表第五の二と別表第五の三の患者の合計が８割以上となっ

た場合であって、次のいずれかに該当しない場合にあっては、入院基本料Ｅを算定する病棟

の届出を翌月速やかに行うものとする。この場合、同月１日に遡って受理したものとして処

理すること。

ア 当該病棟において、１日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数

が20又はその端数を増すごとに１以上であること。ただし、当該病棟において、１日に看

護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟にお

ける夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、１以上であること。

イ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の２割以上が看護師であること。

ウ 当該病棟において、１日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患

者の数が20又はその端数を増すごとに１に相当する数以上であること。

６ 「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(２)のロに規定する区分

当該療養病棟に入院する患者については、別添６の別紙８の「医療区分・ＡＤＬ区分に係る評

価票 評価の手引き」を用いて評価すること。

７ 療養病棟入院基本料の注４に規定する褥瘡評価実施加算の施設基準

別添６の別紙８のＡＤＬ区分の判定が23点以上の状態の患者について、別添６の別紙９の「治

療・ケアの評価の手引き」、別添６の別紙10の褥瘡及びＡＤＬに係る治療・ケアの確認リストを

参考にして現在の治療・ケアの内容を確認すること。また、今後の治療・看護の計画を見直した

場合には、その内容を診療録等に記録すること。

８ 「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(１)のニに規定する褥瘡の発生割合の継続的な測定

及び評価

別添６の別紙９の「治療・ケアの評価の手引き」を参考にして評価することとし、その結果を

別添６の別紙11の「治療・ケアの内容の評価表」にまとめ病棟単位で備え付けるとともに、診療

録等に記載又は添付すること。



- 10 -

９ 介護保険移行準備病棟に係る当該病棟の入院患者に対する「基本診療料の施設基準等」の別表

第五の二の患者又は別表第五の三の患者以外の患者の割合の算出方法等

(１) 別表第五の二の患者又は別表第五の三の患者以外の患者の割合については、次のアに掲げ

る数をイに掲げる数で除して算出する。

ア 直近３か月における各病棟の入院患者ごとの「基本診療料の施設基準等」の別表第五の

二の患者又は別表第五の三の患者以外の患者に該当する日数の和

イ 直近３か月における各病棟の入院患者ごとの入院日数の和

(２) 介護保険移行準備病棟は、介護老人保健施設等への移行準備計画を地方社会保険事務局長

に届け出る際に、当該届出以降３か月において(１)により算出する割合が６割以上となるこ

とが見込まれる場合にあっても届出を行うことができるものであること。ただし、３か月間

の実績において、(１)により算出する割合が６割を下回ることとなった場合には、当該病棟

の入院患者のうち「基本診療料の施設基準等」の別表第五の二の患者と別表第五の三の患者

との合計が８割未満である病棟等への変更の届出を翌月速やかに行うこと。また、介護保険

移行準備病棟の届出を行った病棟であっても、将来において介護保険施設への移行を行わな

いことが明らかになった場合には、同様に変更の届出を翌月速やかに行うこと。

(３) 介護保険移行準備病棟の届出を行う病棟には、介護療養型医療施設（経過型介護療養型医

療施設を含む。）の指定を受けた病床が混在できるものであること。なお、その場合には、

当該病棟の病床のうち、介護保険移行準備病棟に係る病床として指定するものについては、

介護保険移行準備病棟の施設基準を満たしていればよいものであること。

10 「基本診療料の施設基準等」の第十一の五に規定する移行準備計画には、介護老人保健施設等

への移行時期、施設設備整備計画や人員配置計画などについて記載すること。

11 「基本診療料の施設基準等」の第十一の五に規定する介護老人保健施設等には、有料老人ホー

ム、軽費老人ホーム(ケアハウス)及び認知症高齢者グループホーム等が含まれるものであること。

12 精神病棟入院基本料の注４及び特定機能病院入院基本料の注３に規定する重度認知症加算の施

設基準

精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料（精神病棟に限る。）を算定する患者につい

て加算できる施設基準等は以下のとおりである。

(１) 精神病棟入院基本料の注４の施設基準等

ア 「基本診療料の施設基準等」の第五の四の二の(３)のイの基準を満たしていること。

イ 算定対象となる重度認知症の状態とは、「「認知症である老人の日常生活自立度判定基

準」の活用について」（平成５年10月26日老健第135号。別添６の別紙12及び別紙13参

照）におけるランクＭに該当すること。ただし、重度の意識障害のある者（ＪＣＳ（Japa

n Coma Scale）でⅡ－３（又は30）以上又はＧＣＳ（Glasgow Coma Scale）で８点以下の

状態にある者）を除く。

(２) 特定機能病院入院基本料の注３の基準

(１)のイの基準を満たしていること。

13 「基本診療料の施設基準等」の第五の六専門病院入院基本料の施設基準の(１)の通則の主とし

て悪性腫瘍患者又は循環器疾患患者を当該病院の一般病棟に７割以上入院させ、高度かつ専門的

な医療を行っている病院とは、具体的には、次の各号に掲げる基準を満たすものをいう。

(１) 悪性腫瘍に係る専門病院について

ア 200床以上の一般病床を有していること。
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イ 一般病棟（障害者施設等入院基本料及び特定入院料（救命救急入院料、特定集中治療室

管理料及び緩和ケア病棟入院料を除く。）を算定する病棟を除く。以下この項において同

じ。）に勤務する常勤の医師の員数が許可病床（当該一般病棟に係るものに限る。）数に

100分の６を乗じて得た数以上であること。

ウ リニアック等の機器が設置されていること。

エ 一般病棟の入院患者の７割以上が悪性腫瘍患者であること。

オ 外来患者の３割以上が紹介患者であること。

(２) 循環器疾患に係る専門病院について

ア 特定集中治療室管理の施設基準に係る届出を行い受理された病院であること。

イ 一般病棟の入院患者の７割以上が循環器疾患患者であること。

ウ (１)のア、イ及びオを満たしていること。

14 「基本診療料の施設基準等」の第五の七障害者施設等入院基本料の対象となる病棟は、次のい

ずれかの基準を満たすものをいう。

(１) 次のいずれかに該当する一般病棟

ア 児童福祉法第43条の３に規定する肢体不自由児施設

イ 児童福祉法第43条の４に規定する重症心身障害児施設

ウ 児童福祉法第７条第６項に規定する国立高度専門医療センター

エ 児童福祉法第７条第６項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であ

って厚生労働大臣の指定する医療機関

(２) 次のいずれにも該当する一般病棟

ア 重度の肢体不自由児(者)（脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。）、脊髄損

傷等の重度障害者（脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。）、重度の意識障害

者、筋ジストロフィー患者、難病患者等を概ね７割以上入院させている病棟であること。

なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症

であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。

(イ) 意識障害レベルがＪＣＳ(Japan Coma Scale)でⅡ－３（又は30）以上又はＧＣＳ

（Glasgow Coma Scale）で８点以下の状態が２週以上持続している患者

(ロ) 無動症の患者（閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等）

イ 当該病棟において、１日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、

常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに１以上であること。ただし、

当該病棟において、１日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が前段

に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員及び

看護補助者の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員１を含む２以上であることとする。

第３ 診療所の入院基本料等に関する施設基準

診療所である保険医療機関の入院基本料等に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」及び第

２の４の(１)のア及びイ、(２)のア、オ、カ、ク及びケ並びに(６)のア及びイの他、下記のとおり

とする。

１ 看護関連記録が整備され、勤務の実態が明確であること。なお、看護関連記録の様式、名称等

は、各診療所が適当とする方法で差し支えない。

２ 看護職員の数は、入院患者の看護と外来、手術等の看護が一体として実施されている実態を踏
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まえ、当該診療所に勤務しその業務に従事する看護師又は准看護師の数とする。

３ 個々の患者の病状にあった適切な看護が実施されていること。また、効果的な医療が提供でき

るよう、看護計画が策定されていること。

４ 有床診療所入院基本料１の届出をしている診療所にあっては、看護師を１人以上配置すること

が望ましいこと。

５ 夜間（当該診療所が診療応需の態勢を解除している時間帯で概ね午後６時から午前８時をい

う。）における緊急時の体制を整備することとし、看護要員を１人以上配置していること。

６ 医師の配置に係る加算の施設基準

施設基準に係る当該有床診療所における医師数は、常勤の医師（週４日以上常態として勤務し

ており、かつ、所定労働時間が週32時間以上である者をいう。）の他、非常勤医師の実労働時間

数を常勤換算し算入することができる。

７ 看護配置に係る加算の基準

夜間看護配置加算２については、看護要員の数が、看護職員１名を含む２名以上であること。

なお、２名のうち１名は当直で良いが、看護職員が１名のみである場合には、当該看護職員につ

いては当直によることはできないものであること。

８ 療養病床を有する場合は、長期にわたり療養を必要とする患者にふさわしい看護を行うのに必

要な器具器械が備え付けられていること。

９ 有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床の入院患者に対する「基本診療料の施設基準

等」の別表第五の二の患者及び別表第五の三の患者の割合の算出方法等

(１) 別表第五の二及び別表第五の三の患者の割合については、次のアに掲げる数をイに掲げる

数で除して算出する。

ア 直近３か月における当該有床診療所の療養病床の入院患者ごとの別表第五の二の患者及

び別表第五の三の患者に該当する日数の和

イ 直近３か月における当該有床診療所の療養病床の入院患者ごとの入院日数の和

(２) 当該病床の入院患者のうち、別表第五の二と別表第五の三の患者の合計が８割以上に該当

することとなった場合は、有床診療所療養病床入院基本料にあっては「基本診療料の施設基

準等」の第六の三の(２)のロの「４対１配置保険医療機関」への変更の届出を翌月速やかに

行うこと。この場合、同月１日に遡って受理したものとして処理すること。また、当該変更

の届出前において、４対１配置保険医療機関の実績を要する必要はないこと。

(３) 当該病床の入院患者のうち、別表第五の二と別表第五の三の患者の合計が８割以上の場合

であって、次のいずれかに該当しない場合にあっては、入院基本料Ｅを算定する病棟の届出

を翌月速やかに行うものとする。この場合、同月１日に遡って受理したものとして処理する

こと。

ア 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、

当該療養病床の入院患者の数が４又はその端数を増すごとに１以上であること。

イ 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数

は、当該療養病床の入院患者の数が４又はその端数を増すごとに１以上であること。

10 「基本診療料の施設基準等」の第六の三の(２)のロに規定する区分

別添２の第２の６と同様に取り扱うものであること。

11 有床診療所療養病床入院基本料の注４に規定する褥瘡評価実施加算の施設基準

別添２の第２の７と同様に取り扱うものであること。
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12 「基本診療料の施設基準等」の第六の三の(２)のイの③に規定する褥瘡の発生割合等の継続的

な測定及び評価

別添６の別紙９の「治療・ケアの評価の手引き」を参考にして評価することとし、その結果を

別添６の別紙11の「治療・ケアの内容の評価表」にまとめ施設単位（療養病床に限る。）で備え

付けるとともに、診療録等に記載又は添付すること。

13 「基本診療料の施設基準等」の第十一の六の規定は、別添２の第２の９から11までと同様に取

り扱うものであること。この場合において、「介護保険移行準備病棟」とあるのは「介護保険移

行準備病床」と、「当該病棟」とあるのは「当該病床」と、「各病棟」とあるのは「各病床」と、

「病棟」とあるのは「病床」と読み替えるものとする。

第４ 削除

第５ 入院基本料の届出に関する事項

１ 病院の入院基本料の施設基準に係る届出は、別添７の様式５から11までを用いること。ただし、

別添７の様式11については、一般病棟において、感染症病床を有する場合に限り、別添７の様式

10から様式10の３までについては、７対１入院基本料を届け出る場合に限る。なお、当該病棟に

勤務する看護要員の名簿については別添７の様式８を用いること。ただし、一般病棟、療養病棟

及び結核病棟の特別入院基本料の届出は、別添７の様式６及び様式７を用いること。

２ 診療所の入院基本料の施設基準に係る届出は、別添７の様式12から様式12の5までを用いるこ

と。ただし、有床診療所（療養病床に限る。）の特別入院基本料の届出は、別添７の様式12を用

いること。

３ 届出は、病院である保険医療機関において、全病棟包括的に届出を行うことを原則とするが、

一般病棟、療養病棟、結核病棟及び精神病棟を有する保険医療機関については、一般病棟、療養

病棟、結核病棟及び精神病棟につき、それぞれ区分し、当該病棟種別の病棟全体につき包括的に

届出を行う。ただし、療養病棟入院基本料の療養病棟に係る届出については、いずれの療養病棟

も特別入院基本料の算定対象とならない場合に限り、各病棟の入院患者のうち「基本診療料の施

設基準等」の別表第五の二の患者と別表第五の三の患者との合計が８割未満である病棟、各病棟

の入院患者のうち「基本診療料の施設基準等」の別表第五の二の患者と別表第五の三の患者との

合計が８割以上である病棟、「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(２)のホの②に基づき届

け出る病棟又は介護保険移行準備病棟ごとに届出を行うことができる。なお、ただし書きの場合

においても、同一区分の届出を行おうとする病棟が２以上ある場合には、それらの病棟について

包括的に届出を行うものとする。

４ 病棟内に特定入院料の各区分に該当する入院医療を行う病床を有する場合（特殊疾患入院医療

管理料、小児入院医療管理料３及び亜急性期入院医療管理料を算定している病床を除く。）は、

これらの病床以外の病棟全体（複数の病棟種別がある場合は、当該病床種別の病棟全体）を単位

として行う。

５ 有床診療所入院基本料の届出は、当該診療所の全病床（療養病床に係る病床を除く。）につい

て包括的に行い、有床診療所療養病床入院基本料の届出は、療養病床に係る病床について包括的

に行う。

６ 入院基本料等の施設基準の届出に当たっては、届出を行おうとする基準について、特に規定が

ある場合を除き、届出前１か月の実績を有していること。なお、届出前１か月の実績は、例えば
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一般病床である特殊疾患病棟入院料を算定していた病棟を、療養病床に転換し療養病棟入院基本

料の施設基準の届出を行う場合に、特殊疾患病棟入院料を算定していた期間の人員配置基準を実

績として用いるなど、入院料の種別の異なる期間の実績であっても差し支えないこと。

７ 平均在院日数の要件は満たしていないものの、看護職員の数及びその他の要件をすべて満たし

ている保険医療機関の開設者から、届出直後の３か月間における平均在院日数を所定の日数以内

とすることができることを明らかにした病棟運営計画書を添付した場合には、届出の受理を行う

ことができる。この場合、届出直後の３か月間における平均在院日数が、所定の日数以内となら

なかったことが判明したときには、当該届出は無効となる。

８ 新たに開設された保険医療機関が入院基本料の施設基準に係る届出を行う場合は、届出時点で、

精神病棟入院基本料の特別入院基本料の基準を満たしていれば、実績がなくても入院基本料の特

別入院基本料の届出を行うことができる。また、有床診療所入院基本料にあっては、有床診療所

入院基本料２の基準を満たしていれば、実績がなくても有床診療所入院基本料２の届出を行うこ

とができる。ただし、この場合は、１か月後に適時調査を行い、所定の基準を満たしていないこ

とが判明したときは、当該届出は無効となる。

９ 当該保険医療機関が届け出ている入院基本料を算定する病棟において、増床又は減床が行われ、

届出の内容と異なる事情等が生じた場合には、速やかに変更の届出を行うこと。なお、増床に伴

い、既に届け出ている入院基本料以外の入院基本料の届け出の必要が生じた場合には、実績がな

くても基準を満たす入院基本料の届け出を行うことができる。ただし、この場合は、１か月後に

適時調査を行い、所定の基準を満たしていないことが判明したときは、当該届出は無効となる。

10 第２の２の(１)の１病棟の病床数の標準を上回る場合の届出に係る取扱いは次のとおりである

こと。

(１) 第２の２の(２)に該当することが確認された場合には、届出を受理する。なお、当該事情

が解消され次第、標準規模の病棟になるよう指導すること。

(２) 既に標準を超えた規模で届出が受理されている病棟については、新たな届出を行う際に改

善をさせた上で届出を受理するものとする。ただし、第２の２の(２)の①から③に掲げたや

むを得ない理由が存在する場合には、届出を受理しても差し支えないものとする。なお、当

該事情が解消され次第、標準規模のものとなるよう指導するものとする。

11 医療法（昭和23年法律第205号）及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成10年法律第114号）（以下「感染症法」という。）の規定に基づき、感染症指定医療機

関の指定を受けようとする保険医療機関は、その旨を届け出ること。
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別添３

入院基本料等加算の施設基準等

入院基本料等加算に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。なお、

病棟単位で届出を行う入院基本料等加算を算定する病棟が複数ある場合であっても、それぞれの病棟

において当該入院基本料等加算の施設基準の要件を満たすことが必要であること。

第１ 入院時医学管理加算

１ 入院時医学管理加算に関する施設基準等

(１) 一般病棟入院基本料を算定する病棟を有する保険医療機関であること。

(２) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科に係る入院医

療を提供している保険医療機関であること。ただし、精神科については、24時間対応できる

体制（自院又は他院の精神科医が、速やかに診療に対応できる体制も含む。）があれば、必

ずしも入院医療を行う体制を必要としないこと。

(３) 24時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしていること。

ア 「救急医療対策事業実施要綱」（昭和52年７月６日 医発第692号）に定める第５「第

２次救急医療体制」、第８「救命救急センター」、第９「高度救命救急センター」又は

「周産期医療対策事業実施要綱」（平成８年５月10日 児発第488号）に定める総合周産期

母子医療センターを設置している保険医療機関

イ アと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関

(４) 外来を縮小するに当たり、次の体制を確保していること。

ア 病院の初診に係る選定療養の届出を行っており、実費を徴収していること。

イ 地域の他の保険医療機関との連携のもとに、区分番号「Ｂ００９」診療情報提供料

（Ⅰ）の「注７」の加算を算定する退院患者数及び転帰が治癒であり通院の必要のない患

者数が直近１か月間の総退院患者数（ただし、外来化学療法又は外来放射線療法に係る専

門外来並びにＨＩＶ等に係る専門外来の患者を除く。）のうち、４割以上であること。

(５) 病院勤務医の負担の軽減に対し、次の体制を整備していること。

ア 病院勤務医の負担の軽減に資する計画（例：医師・看護師等の業務分担、医師に対する

医療事務作業補助体制、短時間正規雇用の医師の活用、地域の他の保険医療機関との連携

体制、外来縮小の取組み等）を策定し、職員等に対して周知していること。

イ 特別の関係にある保険医療機関での勤務時間も含めて、勤務医の勤務時間を把握すると

ともに、医療安全の向上に資するための勤務体系を策定し、職員等に対して周知している

こと。（例：連続当直は行わないシフトを組むこと、当直後の通常勤務について配慮する

こと等）

(６) 全身麻酔（手術を実施した場合に限る。）の患者数が年800件以上であること。なお、併

せて以下のアからカを満たすことが望ましい。

ア 人工心肺を用いた手術 40件／年以上

イ 悪性腫瘍手術 400件／年以上
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ウ 腹腔鏡下手術 100件／年以上

エ 放射線治療（体外照射法）4000件／年以上

オ 化学療法 4000件／年以上

カ 分娩件数 100件／年以上

(７) 地域の他の保険医療機関との連携体制の下、円滑に退院患者の受け入れが行われるための

地域連携室を設置していること。

(８) 画像診断及び検査を24時間実施できる体制を確保していること。

(９) 薬剤師が、夜間当直を行うことにより、調剤を24時間実施できる体制を確保していること。

２ 届出に関する事項

(１) 新規届出時における退院患者数の割合については、届出前３か月間の実績を有しているこ

と。なお、平成20年６月30日までの間は、平成20年３月31日以前の区分番号「Ｂ００９」診

療情報提供料(Ⅰ)の「注７」の加算を算定する退院患者を含むものであること。

(２) 入院時医学管理加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式13及び様式13の２を用いるこ

と。また、毎年４月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減に資する計画の成果

を評価するため、別添７の別紙13により届出ること。

第２ 臨床研修病院入院診療加算

１ 臨床研修病院入院診療加算に関する施設基準（歯科診療以外の診療に係るものに限る。）

(１) 単独型臨床研修病院及び管理型臨床研修病院の施設基準

ア 指導医は臨床経験を７年以上有する医師であること。

イ 研修医2.5人につき、指導医１人以上であること。

ウ 当該保険医療機関の医師の数は、医療法に定める標準を満たしていること。

エ 加算の対象となる保険医療機関は、臨床研修病院であって研修管理委員会が設置されて

いる単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院（大学病院を含む。）であること。

オ 当該保険医療機関の全職種の職員を対象とした保険診療に関する講習（当該保険医療機

関が自ら行うものを指し、当該保険医療機関以外のものにより実施される場合を除く。）

が年２回以上実施されていること。

カ 研修医数は、病床数を10で除した数又は年間の入院患者数を100で除して得た数を超え

ないものであること。

(２) 協力型臨床研修病院の施設基準

ア １の(１)のアからウまで及びカを満たしていること。

イ 研修医が単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院において実施される保険診療に関

する講習を受けていること。

２ 臨床研修病院入院診療加算に関する施設基準（歯科診療に係るものに限る。）

(１) 単独型臨床研修施設及び管理型臨床研修施設の施設基準

ア 指導歯科医は歯科医師法第16条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令に基づく指

導歯科医の資格要件を満たす歯科医師であること。

イ 研修歯科医２人につき、指導歯科医１人以上であること。

ウ 当該保険医療機関の歯科医師の数は、医療法に定める標準を満たしていること。

エ 加算の対象となる病院である保険医療機関は、臨床研修施設であって研修管理委員会が
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設置されている単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設（大学病院を含む。）である

こと。

オ 当該保険医療機関の職員を対象とした保険診療に関する講習（当該保険医療機関が自ら

行うものを指し、当該保険医療機関以外のものにより実施される場合を除く。）が年２回

以上実施されていること。

(２) 協力型臨床研修施設の施設基準

ア 病院である保険医療機関であって、２の(１)のアからウまでを満たしていること。

イ 研修歯科医が単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設において実施される保険診療

に関する講習を受けていること。

３ 届出に関する事項

臨床研修病院入院診療加算に係る届出は、別添７の様式14又は様式14の２を用いること。なお、

当該加算の届出については実績を要しない。

第３ 超急性期脳卒中加算

１ 超急性期脳卒中加算に関する施設基準

(１) 当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師（専ら脳卒

中の診断及び治療を担当した経験を10年以上有するものに限る。）が１名以上配置されてお

り、日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞ｔ－ＰＡ適正使用に係る講習会を受講してい

ること。

(２) 薬剤師が常時配置されていること。

(３) 診療放射線技師及び臨床検査技師が常時配置されていること。

(４) 脳外科的処置が迅速に行える体制が整備されていること。

(５) 脳卒中治療を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。ただし、ＩＣＵやＳＣＵ

と兼用であっても構わないものとする。

(６) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えているこ

と。ただし、これらの装置及び器具を他の治療室と共有していても緊急の事態に十分対応で

きる場合においては、この限りではない。

ア 救急蘇生装置（気管内挿管セット、人工呼吸装置等）

イ 除細動器

ウ 心電計

エ 呼吸循環監視装置

(７) コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影、脳血管造影等の必要な脳画

像撮影及び診断が常時行える体制であること。

２ 届出に関する事項

超急性期脳卒中加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式15を用いること。

第３の２ 妊産婦救急搬送入院加算

１ 妊産婦緊急搬送入院加算の施設基準

(１) 産科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること

(２) 妊産婦である患者の受診時に、緊急の分娩について十分な経験を有する専ら産科又は産婦
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人科に従事する医師が配置されており、その他緊急の分娩に対応できる十分な体制がとられ

ていること。

(３) 妊産婦である患者の受診時に、緊急に使用可能な分娩設備等を有しており、緊急の分娩に

も対応できる十分な設備を有していること。

２ 届出に関する事項

妊産婦救急搬送入院加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式16を用いること。

第４ 診療録管理体制加算

１ 診療録管理体制加算に関する施設基準

(１) 診療記録（過去５年間の診療録並びに過去３年間の手術記録、看護記録等）の全てが保管

・管理されていること。

(２) 中央病歴管理室が設置されていること。

(３) 診療録管理部門又は診療記録管理委員会が設置されていること。

(４) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。

(５) １名以上の専任の診療記録管理者が配置されていること。

(６) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。

(７) 入院患者についての疾病統計には、ＩＣＤ大分類程度以上の疾病分類がされていること。

(８) 全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。

(９) 患者に対し診療情報の提供が現に行われていること。なお、この場合、日本医師会が作成

した「診療情報の提供に関する指針」を参考にすること。

２ 届出に関する事項

診療録管理体制加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式17を用いること。

第４の２ 医師事務作業補助体制加算

１ 医師事務作業補助体制加算に関する施設基準

(１) 病院勤務医の負担の軽減に対する体制がとられていること。

ア 病院勤務医の負担の軽減に資する具体的計画（例：医師・看護師等の業務分担、医師に

対する医療事務作業補助体制、短時間正規雇用の医師の活用、地域の他の保険医療機関と

の連携体制、外来縮小の取組み等）を別添７の別紙13の２の例により策定し、職員等に周

知していること。

イ 特別の関係にある保険医療機関での勤務時間も含めて、勤務医の勤務時間を把握すると

ともに、医療安全の向上に資するための勤務体系を策定し、職員等に対して周知している

こと。（例：連続当直は行わないシフトを組むこと、当直後の通常勤務について配慮する

こと等）

(２) 院内計画に基づき、診療科間の業務の繁閑の実情を踏まえ、医師の事務作業を補助する専

従者（以下「医師事務作業補助者」という）を、25対１補助体制加算の場合は届出病床数

（一般病床に限る。以下この項において同じ。）25床ごとに１名以上、50対１補助体制加算

の場合は届出病床数50床ごとに１名以上、75対１補助体制加算の場合は届出病床数75床ごと

に１名以上、100対１補助体制加算の場合は届出病床数100床ごとに１名以上配置しているこ

と。また、当該医師事務作業補助者は、派遣職員であるなど雇用形態を問わないが、当該保



- 5 -

険医療機関の常勤職員（週４日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週32時間以上で

ある者）と同じ勤務時間数以上の勤務を行う職員であること。なお、当該職員は、常勤換算

による場合であっても差し支えない。

(３) 医師事務作業補助者を配置するに当たっては、最低６か月間の研修（医師事務作業補助者

としての業務を行いながらの職場内研修を含む。）を実施するものとし、当該医師事務作業

補助者には実際に病院勤務医の負担軽減に資する業務を行わせるものであること。なお、平

成20年３月以前から、医師の事務作業を補助する専従者として雇用している者に対しても、

当該研修が必要であること。

(４) 院内に次の診療体制がとられ、院内規程を整備していること。

ア 医師事務作業補助者の業務範囲について、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等

での役割分担の推進について」（平成19年12月28日医政発第1228001号）にある、「２

役割分担の具体例 (１)医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担 １)書

類作成等」に基づく院内規程を定めており、個別の業務内容を文書で整備していること。

イ 診療記録（診療録並びに手術記録、看護記録等）の記載について、「診療録等の記載に

ついて」（昭和63年５月６日総第17号等）に沿った体制であり、当該体制について、院内

規程を文書で整備していること。

ウ 個人情報保護について、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイドライン」（平成18年４月21日医政発第0421005号等）に準拠した体制であり、

当該体制について、院内規程を文書で整備していること。

エ 電子カルテシステム（オーダリングシステムを含む。）について、「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」（平成19年３月30日医政発第0330033号等）に準拠し

た体制であり、当該体制について、院内規程を文書で整備していること。特に、「成りす

まし」がないよう、電子カルテシステムの真正性について十分留意していること。医師事

務作業補助者が電子カルテシステムに入力する場合は代行入力機能を使用し、代行入力機

能を有しないシステムの場合は、業務範囲を限定し、医師事務作業補助者が当該システム

の入力業務に携わらないこと。

２ 25対１補助体制加算の施設基準

「救急医療対策事業実施要綱」（昭和52年７月6日医発第692号）に規定する第三次救急医療機

関、小児救急医療拠点病院又は「周産期医療対策整備事業の実施について」の別添「周産期医療

対策事業実施要綱」（平成８年５月10日児発第488号）に規定する総合周産期母子医療センター

を設置している保険医療機関であること。

３ 50対１、75対１及び100対１補助体制加算の施設基準

25対１補助体制加算の施設基準を満たしていること又は「災害拠点病院整備事業の実施につい

て」（平成８年５月10日健政発第435号）に規定する災害拠点病院、「へき地保健医療対策事業

について」（平成13年５月16日 医政発第529号）に規定するへき地医療拠点病院、地域医療支援

病院の指定を受けていること若しくは年間の緊急入院患者数が200名以上の実績を有する病院で

あること。なお、「周産期医療対策整備事業の実施について」（平成８年５月10日児発第488

号）に規定される周産期医療を担う医療機関において救急搬送となった保険診療の対象となる妊

産婦については、母体数と胎児数を別に数える。

４ ３の緊急入院患者数とは、救急搬送（特別の関係にある保険医療機関に入院する患者又は通院
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する患者、介護老人保健施設に入所する患者、介護療養型医療施設に入院する患者若しくは居住

系施設入居者等である患者を除く。）により緊急入院した患者数及び当該保険医療機関を受診し

た次に掲げる状態の患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた重症患者の

うち、緊急入院した患者数の合計をいう。

ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態

イ 意識障害又は昏睡

ウ 呼吸不全又は心不全で重篤な状態

エ 急性薬物中毒

オ ショック

カ 重篤な代謝異常（肝不全、腎不全、重症糖尿病等）

キ 広範囲熱傷

ク 外傷、破傷風等で重篤な状態

ケ 緊急手術を必要とする状態

コ その他、「ア」から「ケ」に準ずるような重篤な状態

５ 届出に関する事項

医師事務作業補助体制加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式18及び様式18の２を用いる

こと。また、毎年４月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減に資する計画の成果を

評価するため、別添７の別紙13の２により届出ること。

第５ 特殊疾患入院施設管理加算

１ 特殊疾患入院施設管理加算に関する施設基準

(１) 病院である保険医療機関の一般病棟（障害者施設等一般病棟に限る。）又は精神病棟を単

位とすること。

(２) 当該病棟における直近１か月間の入院患者数の概ね７割以上が、重度の肢体不自由児

（者）（平成20年10月１日以降は、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。）、脊

髄損傷等の重度障害者（平成20年10月１日以降は、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者

を除く。）、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。

(３) 重度の意識障害者とは、次に掲げる者をいう。なお、病因が脳卒中の後遺症であっても、

次の状態にある場合には、重度の意識障害者となる。

ア 意識障害レベルがＪＣＳ(Japan Coma Scale)でⅡ－３（又は30）以上又はＧＣＳ（Glas

gow Coma Scale）で８点以下の状態が２週以上持続している患者

イ 無動症の患者（閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等）

(４) 神経難病患者とは、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小

脳変性症、ハンチントン病、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核

変性症、パーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ３以上であって生活機

能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。））、多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ

橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群）、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎又はもやも

や病（ウイリス動脈輪閉塞症）に罹患している患者をいう。

２ 届出に関する事項

特殊疾患入院施設管理加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式９、様式19及び様式20を用
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いること。また、当該管理の行われる病棟の配置図及び平面図を添付すること。

第６ 超重症児（者）入院診療加算・準超重症児（者）入院診療加算に規定する状態

「基本診療料の施設基準等」における超重症児（者）・準超重症児（者）の判定基準による判定

スコアについては、別添６の別紙14を参照のこと。

第７ 新生児入院医療管理加算

１ 新生児入院医療管理加算に関する施設基準

(１) 病院である保険医療機関の一般病棟における特定の治療室を単位とすること。

(２) 当該治療室における直近１か月間の入院患者数の概ね７割以上が、新生児入院医療管理が

必要な状態にある新生児であること。

(３) 当該保険医療機関内に、専任の小児科の常勤医師が常時１名以上いること。

(４) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えているこ

と。ただし、当該治療室が新生児特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を

新生児特定集中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限り

でない。

ア 救急蘇生装置（気管内挿管セット）

イ 新生児用呼吸循環監視装置

ウ 新生児用人工換気装置

エ 微量輸液装置

オ 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置

カ 酸素濃度測定装置

キ 光線治療器

(５) 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分

析を含む必要な検査が常時実施できること。

２ 届出に関する事項

新生児入院医療管理加算に関する施設基準に係る届出は別添７の様式８、様式21及び様式42を

用いること。

第８ 地域加算

一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）第11条の３第１項に規定する人事院

規則で定める地域及び当該地域に準じる地域は、別紙のとおりであること。

第９ 療養環境加算

１ 療養環境加算に関する施設基準

(１) 病棟を単位とすること。

(２) 病室に係る病床の面積が１病床当たり８平方メートル以上であること。ただし、当該病棟

内に１病床当たり6.4平方メートル未満の病室を有する場合には算定できない。

(３) 要件となる１病床当たり面積は、医療法上の許可等を受けた病床に係る病室（特別の療養

環境の提供に係る病室を除く。）の総床面積を当該病床数（特別の療養環境の提供に係る病
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室に係る病床を除く。）で除して得た面積とすること。

(４) 病棟内であっても、診察室、廊下、手術室等病室以外の部分の面積は算入しないこと。な

お、病室内に付属している浴室・便所等の面積は算入の対象となるものであること。

(５) 特別の療養環境の提供に係る病室又は特定入院料を算定している病室については、本加算

の対象から除外すること。

(６) 当該病院の医師並びに看護要員の数は、医療法に定める標準を満たしていること。

２ 届出に関する事項

療養環境加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式22を用いること。また、当該保険医療機

関の配置図及び平面図（当該加算を算定する病棟の面積等がわかるもの。）を添付すること。な

お、当該加算の届出については実績を要しない。

第10 重症者等療養環境特別加算

１ 重症者等療養環境特別加算に関する施設基準

(１) 病院である保険医療機関の一般病棟（特殊疾患入院施設管理加算に係る病棟を除く。）に

おける特定の病床を単位として行うこと。

(２) 当該基準の届出の対象となる病床は次のいずれにも該当すること。

ア 個室又は２人部屋である。

イ 重症者等の容態が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がなされている。（心拍

監視装置等の患者監視装置を備えている場合、又は映像による患者観察システムを有する

場合を含む。）

ウ 酸素吸入、吸引のための設備が整備されている。

エ 特別の療養環境の提供に係る病室でないこと。

(３) 当該基準の届出の対象となる病床数は、当該保険医療機関の一般病棟に入院している重症

者等の届出前１月間の平均数を上限とする。ただし、当該保険医療機関の一般病棟の平均入

院患者数の概ね７％以内とし、当該保険医療機関が特別の診療機能等を有している場合であ

っても、一般病棟における平均入院患者数の10％を超えないこと。

２ 届出に関する事項

重症者等療養環境特別加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式23及び様式23の２を用いる

こと。また、当該届出に係る病棟の配置図及び平面図（当該施設基準に係る病床及びナースステ

ーションが明示されているもの。）を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要

しない。

第11 療養病棟療養環境加算

１ 療養病棟療養環境加算に関する施設基準

(１) 療養病棟療養環境加算１に関する施設基準

ア 当該療養病棟に係る病室の病床数は、１病室につき４床以下であること。

イ 当該療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者１人につき、6.4平方メ

ートル以上であること。

ウ 当該療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上

であること。ただし、両側に居室（両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合



- 9 -

に限る。）がある廊下の幅は、2.7メートル以上であること。

エ 当該病院に機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の床面積は、内法による測定で、

40平方メートル以上であること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うに

つき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとそ

の付属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具（角度計、握力計等）である。

オ 療養病棟に係る病床に入院している患者１人につき、内法による測定で１平方メートル

以上の広さを有する食堂が設けられていること。

カ 療養病棟の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が

設けられていること。ただし、オに規定する食堂と兼用であっても差し支えない。

キ 当該病棟に身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。

ク 当該病棟に係る病棟床面積は、患者１人につき内法による測定で、16平方メートル以上

であること。なお、病棟床面積の算定に当たっては、当該病棟内にある治療室、機能訓練

室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等を面積に算入

しても差し支えない。

(２) 療養病棟療養環境加算２に関する施設基準

(１)のアからキまでを満たしていること。

(３) 療養病棟療養環境加算３に関する施設基準

(１)のア、イ及びエからキまでを満たしていること。

(４) 療養病棟療養環境加算４に関する施設基準

ア (１)のオからキまでを満たしていること。

イ 当該病棟に係る病室の床面積は、患者１人につき、6.0平方メートル以上であること。

ウ 当該病院に機能訓練室を有していること。

２ 届出に関する事項

療養病棟療養環境加算１から療養病棟療養環境加算４の施設基準に係る届出は、別添７の様式

24及び様式24の２を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図（当該加算を算定する病棟

の面積等がわかるもの。）を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

第12 診療所療養病床療養環境加算

１ 診療所療養病床療養環境加算に関する施設基準

診療所である保険医療機関において、当該療養病床を単位として行う。

(１) 診療所療養病床療養環境加算１に関する施設基準

ア 当該療養病床に係る病室の病床数は、１病室につき４床以下であること。

イ 当該療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者１人につき、6.4平方メ

ートル以上であること。

ウ 当該療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上

であること。ただし、両側に居室（両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合

に限る。）がある廊下の幅は、2.7メートル以上であること。

エ 当該診療所に機能訓練室を有していること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる

療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓

練マットとその付属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具（角度計、握力計
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等）であること。

オ 療養病床に係る病床に入院している患者１人につき、内法による測定で１平方メートル

以上の広さを有する食堂が設けられていること。

カ 当該診療所内に、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さ

を有する談話室が設けられていること。ただし、オに定める食堂と兼用であっても差し支

えない。

キ 当該診療所内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。

(２) 診療所療養病床療養環境加算２に関する施設基準

ア 当該療養病床に係る病室の床面積は、患者１人につき、6.0平方メートル以上であるこ

と。

イ 当該診療所に機能訓練室を有していること。

２ 届出に関する事項

診療所療養病床療養環境加算１及び診療所療養病床療養環境加算２の施設基準に係る届出は、

別添７の様式25を用いること。また、当該診療所の配置図及び平面図（当該加算を算定する病床

の面積等がわかるもの。）を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

第13 重症皮膚潰瘍管理加算

１ 重症皮膚潰瘍管理加算に関する施設基準

(１) 個々の患者に対する看護計画の策定、患者の状態の継続的評価、適切な医療機器の使用、

褥瘡等の皮膚潰瘍の早期発見及び重症化の防止にふさわしい体制にあること。

(２) その他褥瘡等の皮膚潰瘍の予防及び治療に関して必要な処置を行うにふさわしい体制にあ

ること。

２ 届出に関する事項

重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式26を用いること。なお、当該加

算の届出については実績を要しない。

第14 緩和ケア診療加算

１ 緩和ケア診療加算に関する施設基準

(１) 当該保険医療機関内に、以下の４名から構成される緩和ケアに係る専従のチーム（以下

「緩和ケアチーム」という。）が設置されていること。

ア 身体症状の緩和を担当する常勤医師

イ 精神症状の緩和を担当する常勤医師

ウ 緩和ケアの経験を有する常勤看護師

エ 緩和ケアの経験を有する薬剤師

(２) (１)にかかわらず、(１)のア又はイのうちいずれかの医師及びエの薬剤師については、緩

和ケアチームに係る業務に関し専任であって差し支えないものとする。

また、悪性腫瘍患者に係る緩和ケアの特性にかんがみて、当該専任の医師以外の医師にあ

っても、入院中に緩和ケアチームによる診療を受けた患者のみを対象として、当該患者の退

院後に継続的に外来で診療を行う場合については、緩和ケア診療加算を算定すべき診療に影

響のない範囲においては専従とみなすことができる。
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なお、（１）に掲げる緩和ケアチームに係る業務に関し専従である医師であっても、専門

的な緩和ケアに関する外来診療を行うことを目的に、連携している他の保険医療機関からの

専門的な緩和ケアを要する紹介患者を外来で診察することについては、差し支えのないもの

とする。（ただし、所定労働時間の２分の１以下であること。）

(３) (１)のアに掲げる医師は、悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症

状緩和治療を主たる業務とした３年以上の経験を有する者であること。

(４) (１)のイに掲げる医師は、３年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経

験を有する者であること。

(５) (１)のウに掲げる看護師は、５年以上悪性腫瘍患者の看護に従事した経験を有し、緩和ケ

ア病棟等における研修を修了している者であること。なお、ここでいう緩和ケア病棟等にお

ける研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。

ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。（６月以上の研修期間で、修了証が

交付されるもの）

イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であるこ

と。

ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。

(イ) ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要

(ロ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療

(ハ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程

(ニ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法

(ホ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法

(ヘ) ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ

(ト) ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント

(チ) コンサルテーション方法

(リ) ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について

エ 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践

(６） (１)のエに掲げる薬剤師は、麻薬の投薬が行われている悪性腫瘍患者に対する薬学的管理

及び指導などの緩和ケアの経験を有する者であること。

(７) (１)のア及びイに掲げる医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師と兼

任ではないこと。ただし、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師が複数名である場合は、

緩和ケアチームに係る業務に関し専任である医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に

係る担当医師と兼任であっても差し支えないものとする。

(８) 症状緩和に係るカンファレンスが週１回程度開催されており、緩和ケアチームの構成員及

び必要に応じて、当該患者の診療を担う保険医、看護師、薬剤師などが参加していること。

(９) 当該医療機関において緩和ケアチームが組織上明確に位置づけられていること。

(10) 院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が受けられる旨の掲示をするなど、患者

に対して必要な情報提供がなされていること。

２ 届出に関する事項

(１) 緩和ケア診療加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式27を用いること。

(２) １の(１)のアからエまでに掲げる医師、看護師及び薬剤師の経験が確認できる文書を添付
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すること。

(３) １の(１)のアからエまでに掲げる医師、看護師及び薬剤師の勤務の態様（常勤・非常勤、

専従・専任の別）及び勤務時間を、別添７の様式20を用いて提出すること。

第15 精神科応急入院施設管理加算

１ 精神科応急入院施設管理加算に関する施設基準

(１) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉

法」という。）第18条第１項の規定により指定された精神保健指定医（以下「精神保健指定

医」という。）１名以上及び看護師、その他の者３名以上が、あらかじめ定められた日に、

適時、同法第33条の４第１項及び同法第34条第項から第３項までの規定により移送される患

者（以下「応急入院患者等」という。）に対して診療応需の態勢を整えていること。

(２) 当該病院の病床について、１日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数

は、常時、当該病床を含む当該病棟の入院患者の数が20又はその端数を増すごとに１以上で

あること。ただし、当該病床を含む当該病棟において、１日に看護を行う看護職員及び看護

補助を行う看護補助者の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病床

を含む当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、前段の規定にかかわら

ず、看護職員１を含む２以上であることができる。 また、看護職員の数が最小必要数の８

割以上であり、かつ、看護職員の２割以上が看護師であること。ただし、地域における応急

入院患者等に係る医療及び保護を提供する体制の確保を図る上でやむを得ない事情がある場

合は、この限りでない。

(３) 応急入院患者等のための病床として、あらかじめ定められた日に１床以上確保しているこ

と。

(４) 応急入院患者等の医療及び保護を行うにつき必要な検査が速やかに行われる態勢にあるこ

と。

２ 届出に関する事項

精神科応急入院施設管理加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式９、様式20（精神保健指

定医については、備考欄に指定番号を記載すること。）及び様式28を用いること。また、当該届

出に係る病棟の配置図及び平面図（当該管理に係る専用病床が明示されていること。）並びに精

神保健福祉法第33条の４第１項に基づく都道府県知事による応急入院指定病院の指定通知書の写

しを添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

第16 精神病棟入院時医学管理加算

１ 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準

(１) 病院である保険医療機関の精神病棟を単位とすること。

(２) 精神科救急医療施設の運営については、平成７年10月27日健医発第1321号厚生省保健医療

局長通知にのっとって実施されたい。

２ 届出に関する事項

精神病棟入院時医学管理加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式29を用いること。

第16の２ 精神科地域移行実施加算
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１ 精神科地域移行実施加算の施設基準

(１) 精神科を標榜する病院である保険医療機関において病棟を単位として行うものとすること。

(２) 区分番号「Ａ１０３」精神病棟入院基本料（15対１入院基本料、18対１入院基本料及び20

対１入院基本料に限る。）、区分番号「Ａ１０４」特定機能病院入院基本料（15対１精神病

棟入院基本料に限る。）、区分番号「Ａ３１２」精神療養病棟入院料のいずれかを算定して

いる病棟であること。

(３) 当該病院に専門の部門（以下この項において「地域移行推進室」という。）が設置され、

医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士による地域移行推進のための体制が院

内に確保されていること。

(４) 地域移行推進室に常勤の精神保健福祉士が１名以上配置されていること。なお、当該精神

保健福祉士は、入院期間が５年以上の入院患者の地域移行支援に係る業務（当該患者又はそ

の家族等に対して、退院後地域で生活するに当たっての留意点等について面接等を行うなど

の業務）に専従していることが必要であり、業務を行う場所が地域移行推進室である必要は

ないこと。

(５) 当該保険医療機関における入院期間が５年以上の入院患者数のうち、退院した患者（退院

後３月以内に再入院した患者を除く。）の数が１年間で５％以上の実績（以下この項におい

て「退院に係る実績」という。）があること。

(６）退院に係る実績は、１月から12月までの１年間における実績とし、当該要件及び他の要件

を満たしている場合は、翌年の４月１日から翌々年の３月末日まで所定点数を算定できるも

のとする。従って、１月から12月までの１年間の実績において、要件を満たさない場合には、

翌年の４月１日から翌々年の３月末日までは所定点数を算定できない。なお、退院に係る実

績については、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。

ア １月１日において入院期間が５年以上である患者のうち、１月から12月までの間に退院

した患者（退院後３月以内に再入院した患者を除く。）数

イ １月１日において入院期間が５年以上である患者数

(７) (６)にかかわらず、当該施設基準の届出を初めて行う場合は、届出を行う月の前月から遡

って１年間における退院に係る実績が５％以上であれば足りるものとし、届出のあった月の

末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の１日から翌年の３月末日まで所

定点数を算定することができるものとする。また、月の初日に要件審査を終え、届出を受理

した場合には当該初日から翌年の３月末日まで所定点数を算定することができるものとする。

なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行

う場合は、(６)によるものであること。

(８) 死亡又は他の医療機関への転院による退院については、退院に係る実績に算入しない。

２ 届出に関する事項

精神科地域移行実施加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式30を用いること。

第16の３ 精神科身体合併症管理加算

１ 精神科身体合併症管理加算の施設基準

(１) 精神科を標榜する病院であって、当該保険医療機関に専任の内科又は外科の医師が１名以

上配置されていること。
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(２) 区分番号「Ａ１０３」精神病棟入院基本料（10対１入院基本料及び15対１入院基本料に限

る。）、区分番号「Ａ１０４」特定機能病院入院基本料（精神病棟である７対１入院基本料、

10対１入院基本料及び15対１入院基本料に限る。）、区分番号「Ａ３１１」精神科救急入院

料、区分番号「Ａ３１１－２」精神科急性期治療病棟入院料及び区分番号「Ａ３１４」認知

症病棟入院料のいずれかを算定している病棟であること。

(３) 必要に応じて患者の受入が可能な精神科以外の診療科を有する医療体制との連携（他の保

険医療機関を含む。）が確保されていること。

２ 届出に関する事項

精神科身体合併症管理加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式31を用いること。

第17 児童・思春期精神科入院医療管理加算

１ 児童・思春期精神科入院医療管理加算の施設基準

(１) 精神科を標榜する病院において精神病棟又は治療室を単位とすること。

(２) 当該病棟又は治療室における直近１か月間の入院患者数の概ね８割以上が、20歳未満の精

神疾患を有する患者（精神作用物質使用による精神及び行動の障害の患者並びに知的障害の

患者を除く。）であること。

(３) 当該各病棟又は治療室に専従の常勤の精神保健福祉士及び常勤の臨床心理技術者がそれぞ

れ１名以上配置されていること。

(４) 病院内に学習室が設けられていること。

(５) 当該治療室の病床は30床以下であり、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、便所、学

習室が、当該病棟の他の治療室とは別に設置されていること。

２ 届出に関する事項

児童・思春期精神科入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式９及び様式32を

用いること。また、学習室が設けられていることが確認できる当該施設の平面図につき添付する

こと。

第18 がん診療連携拠点病院加算

１ がん診療連携拠点病院加算に関する施設基準

「がん診療連携拠点病院の整備について」（平成20年３月１日健発第0301001号厚生労働省健

康局長通知）に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けていること。

２ 届出に関する事項

がん診療連携拠点病院加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式33を用いること。なお、当

該加算の届出については実績を要しない。

第19 栄養管理実施加算

１ 栄養管理実施加算に関する施設基準

当該保険医療機関内に、栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が１名以上配置されていること。

２ 届出に関する事項

(１) 栄養管理実施加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式34を用いること。

(２) 栄養管理計画に基づき入院患者の栄養管理の実施内容が確認できる文書を添付すること。
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第20 医療安全対策加算

１ 医療安全対策加算に関する施設基準

(１) 医療安全管理体制に関する基準

ア 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専従の看護師、薬剤

師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること。なお、ここでいう

適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。また、既に受講している

研修がこれらの事項を満たしていない場合には、不足する事項を補足する研修を追加受講

することで差し支えない。

(イ) 国及び医療関係団体等（医療安全管理者の養成を目的とした医療安全管理者養成研

修を行っている国立保健医療科学院や日本医療機能評価機構等）が主催するものであ

ること。

(ロ) 医療安全管理者としての業務を実施する上で必要な内容を含む通算して40時間以上

又は５日程度のものであること。

(ハ) 講義又は具体例に基づく演習等により、医療安全の基礎的知識、安全管理体制の構

築、医療安全についての職員に対する研修の企画・運営、医療安全に資する情報収集

と分析、対策立案、フィードバック、評価、事故発生時の対応、安全文化の醸成等に

ついて研修するものであること。

イ 医療に係る安全管理を行う部門（以下「医療安全管理部門」という。）を設置している

こと。

ウ 医療安全管理部門の業務指針及び医療安全管理者の具体的な業務内容が整備されている

こと。

エ 医療安全管理部門に診療部門、薬剤部門、看護部門、事務部門等のすべての部門の専任

の職員が配置されていること。

オ 医療安全管理者が、安全管理のための委員会（以下「医療安全管理対策委員会」とい

う。）と連携し、より実効性のある医療安全対策を実施できる体制が整備されていること。

カ 専任の院内感染管理者が配置されていること。なお、アの医療安全管理者とは兼任でき

ないこと。

キ 当該保険医療機関の見やすい場所に医療安全管理者等による相談及び支援が受けられる

旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供が行われていること。

(２) 医療安全管理者の行う業務に関する事項

ア 安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価を行うこと。

イ 定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安

全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進すること。

ウ 各部門における医療事故防止担当者への支援を行うこと。

エ 医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を行うこと。

オ 医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。

カ 相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切

に応じる体制を支援すること。

(３) 医療安全管理部門が行う業務に関する基準
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ア 各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改

善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果を記録しているこ

と。

イ 医療安全管理対策委員会との連携状況、院内研修の実績、患者等の相談件数及び相談内

容、相談後の取扱い、その他の医療安全管理者の活動実績を記録していること。

ウ 医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週１回程度開催されており、

医療安全管理対策委員会の構成員及び必要に応じて各部門の医療安全管理の担当者等が参

加していること。

２ 届出に関する事項

医療安全対策加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式35を用いること。

第21 褥瘡患者管理加算

１ 褥瘡患者管理加算の施設基準

(１) 褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者に対し、褥瘡対策に係る専任

の医師及び褥瘡看護に関して５年以上の臨床経験を有する専任の看護師が別添６の別紙15を

参考として褥瘡対策に関する診療計画を作成の上、褥瘡対策を実施し、その評価を行ってい

ること。なお、当該加算は、その褥瘡対策の実施に当たり、当該医師及び当該看護師以外の

者が作成する診療計画に基づく場合は算定できないが、当該医師及び当該看護師が作成した

診療計画に基づくものであれば、褥瘡対策の実施は、当該医師又は当該看護師以外であって

も算定できる。

(２) (１)に定める看護師は、診療報酬の算定方法第１章第２部通則７に定める褥瘡対策を行う

専任の看護職員を兼務することができる。

(３) 患者の状態に応じて、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する

体制が整えられていること。

２ 届出に関する事項

褥瘡患者管理加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式36を用いること。

第22 褥瘡ハイリスク患者ケア加算

１ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算に関する施設基準

(１) 当該保険医療機関内に、褥瘡ハイリスク患者のケアに従事した経験を５年以上有する看護

師等であって、褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修を修了した者を褥瘡管理者として専従で

配置していること。なお、ここでいう褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修とは、次の内容を

含むものをいうこと。

ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であって、褥瘡管理者として業務を実施する上で

必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる通算して６か月程度の研修

イ 講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する

知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施す

る研修

(２) 褥瘡管理者は、その特性に鑑みて、褥瘡ハイリスク患者ケア加算を算定すべき患者の管理

等に影響のない範囲において、オストミー・失禁のケアを行う場合には、専従の褥瘡管理者



- 17 -

とみなすことができる。

(３) 別添６の様式16の褥瘡リスクアセスメント票・褥瘡予防治療計画書を作成し、それに基づ

く重点的な褥瘡ケアの実施状況及び評価結果を記録していること。

(４) 褥瘡対策チームとの連携状況、院内研修の実績、褥瘡リスクアセスメント実施件数、褥瘡

ハイリスク患者特定数、褥瘡予防治療計画件数及び褥瘡ハイリスク患者ケア実施件数を記録

していること。

(５) 褥瘡対策に係るカンファレンスが週１回程度開催されており、褥瘡対策チームの構成員及

び必要に応じて、当該患者の診療を担う保険医、看護師等が参加していること。

(６) 総合的な褥瘡管理対策に係る体制確保のための職員研修を計画的に実施していること。

(７) 重点的な褥瘡ケアが必要な入院患者（褥瘡の予防・管理が難しい患者又は褥瘡に関する危

険因子のある患者及び既に褥瘡を有する入院患者をいい、褥瘡リスクアセスメント票を用い

て判定する。）に対して、適切な褥瘡発生予防・治療のための予防治療計画の作成、継続的

な褥瘡ケアの実施及び評価、褥瘡等の早期発見及び重症化防止のための総合的な褥瘡管理対

策を行うにふさわしい体制が整備されていること。

２ 褥瘡管理者の行う業務に関する事項

(１) 褥瘡管理者は、院内の褥瘡対策チームと連携して、所定の方法により褥瘡リスクアセスメ

ントを行うこと。

(２) (１)の結果、とくに重点的な褥瘡ケアが必要と認められる患者について、当該患者の診療

を担う保険医、看護師、その他必要に応じて関係職種が共同して褥瘡の発生予防等に関する

予防治療計画を個別に立案すること。

(３) 当該計画に基づく重点的な褥瘡ケアを継続して実施し、その評価を行うこと。

(４) (１)から(３)の他、院内の褥瘡対策チーム及び当該患者の診療を担う保険医と連携して、

院内の褥瘡発生状況の把握・報告を含む総合的な褥瘡管理対策を行うこと。

３ 届出に関する事項

褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式37を用いること。なお、

当該加算の届出については実績を要しない。

第22の２ ハイリスク妊娠管理加算

１ ハイリスク妊娠管理加算に関する施設基準

(１) 産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。

(２) 当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する医師が、１名以上配置されてい

ること。

(３) 緊急の分娩に対応できる十分な体制及び設備を有していること。

２ 届出に関する事項

ハイリスク妊娠管理加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式38を用いること。

第23 ハイリスク分娩管理加算

１ ハイリスク分娩管理加算に関する施設基準

(１) 当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する常勤の医師が、３名以上配置さ

れていること。
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(２) 当該保険医療機関内に、常勤の助産師が３名以上配置されていること。

(３) １年間の分娩件数、配置医師数及び配置助産師数を当該保険医療機関の見やすい場所に掲

示していること。

(４) 病院勤務医の負担の軽減に対する体制がとられていること。

ア 病院勤務医の負担の軽減に資する具体的計画（例：医師・看護師等の業務分担、医師に

対する医療事務作業補助体制、短時間正規雇用の医師の活用、地域の他の保険医療機関と

の連携体制、外来縮小の取組み等）を策定し、職員等に周知していること。

イ 特別の関係にある保険医療機関での勤務時間も含めて、勤務医の勤務時間を把握すると

ともに、医療安全の向上に資するための勤務体系を策定し、職員等に対して周知している

こと。（例：連続当直は行わないシフトを組むこと、当直後の通常勤務について配慮する

こと等）

２ 届出に関する事項

(１) ハイリスク分娩管理加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式13の２及び別添７の様式

38を用いること。

(２) １の(１)及び(２)に掲げる医師及び助産師の勤務の態様（常勤・非常勤、専従・専任の

別）並びに勤務時間を、別添７の様式20を用いて提出すること。

(３) 毎年４月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減に資する計画の成果を評価す

るため、別添７の様式13の２により届出ること。

第24 退院調整加算

１ 退院調整加算に関する施設基準

(１) 病院では、入院患者の退院に係る調整及び支援に関する部門が設置されており、退院調整

に関する経験を有する専従の看護師又は社会福祉士が１名以上配置されていること。ただし、

区分番号「Ａ３０９」特殊疾患病棟入院料（精神病棟に限る。）を算定する病棟の患者に対

して当該加算を算定する退院調整を行う場合には、社会福祉士に代えて精神保健福祉士の配

置であっても差し支えない。

(２) 有床診療所では、退院調整に関する経験を有する専任の看護師、准看護師又は社会福祉士

が１名以上配置されていること。

２ 届出に関する事項

退院調整加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式39を用いて提出すること。

第25 後期高齢者総合評価加算

１ 後期高齢者総合評価加算に関する施設基準

(１) 当該保険医療機関内に総合的な機能評価に係る適切な研修を修了した常勤の医師又は歯科

医師が１名以上いること。

(２) 総合的な機能評価に係る適切な研修とは、次のものをいう。

ア 日本医師会、日本老年医学会その他関係学会等が実施するものであること。

イ 研修内容に高齢者に対する基本的な診察方法、高齢者の病態の一般的な特徴、薬物療法、

終末期医療等の内容が含まれているものであること。

ウ 研修内容に総合的な機能評価、薬物療法等のワークショップが含まれたものであること。
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エ 研修期間は通算して16時間以上程度のものであること。

オ ただし、平成21年３月31日までの期間においては、イ又はウのいずれかを満たす研修で

あって、１日８時間又は通算して８時間程度の研修を修了していることで差し支えないこ

ととする。なお、その場合には、平成22年３月31日までに、不足する内容を補足する研修

を追加で受講する旨届け出ることとし、研修を修了した際には、改めて修了した旨届け出

ること。

(３) 当該保険医療機関内で高齢者の総合的な機能評価のための職員研修を計画的に実施するこ

と。

２ 届出に関する事項

後期高齢者総合評価加算の施設基準に係る届出に関しては別に別添７の様式40を用いること。

第26 後期高齢者退院調整加算

１ 後期高齢者退院調整加算の施設基準

(１) 当該保険医療機関内に入院患者の退院に係る調整に関する部門が設置されていること。た

だし、有床診療所の場合は部門の設置は必要としない。

(２) 退院調整部門に２年以上の退院調整に係る業務の経験を有する専従の看護師又は社会福祉

士が１名以上いること。なお、当該看護師又は社会福祉士は、週30時間以上退院調整に係る

業務に従事していること。 ただし、有床診療所の場合は、退院調整を主に担当する専任の

看護師、准看護師又は社会福祉士であること。

(３) 退院困難な要因を有する患者を抽出する体制とは次のことをいうこと

ア 入院後早期から心理的・社会的側面からの評価を行っていること。

イ 病状の安定が見込まれた後できるだけ早期に、患者の基本的な日常生活能力、認知機能、

意欲等について総合的な機能評価を行っていること。

(４) 退院困難な要因を有する患者の抽出のためには、区分番号「Ａ２４０」後期高齢者総合評

価加算で実施する高齢者の総合的な機能評価を行うことが望ましい。

２ 届出に関する事項

後期高齢者退院調整加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式39を用いること。

第27 地域歯科診療支援病院入院加算

１ 地域歯科診療支援病院入院加算に関する施設基準

(１) 歯科点数表区分番号「Ａ０００」初診料の注２の届出を行った地域歯科診療支援病院であ

る保険医療機関であって、次の要件を満たしていること。

ア 連携する別の保険医療機関において歯科訪問診療を行っている患者に対して、入院して歯

科診療を行う体制を確保していること。

イ 連携する別の保険医療機関との調整担当者を１名以上配置していること。

(２) 地域において歯科訪問診療を実施している別の保険医療機関との連携体制が確保されてい

ること。

２ 届出に関する事項

地域歯科診療支援病院入院加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式41を用いること。
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別添４

特定入院料の施設基準等

特定入院料に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。

１ 特定入院料の施設基準に係る届出は、各入院料につき個別に規定するもののほか、別添７の様

式５、様式６及び様式７を用いること。

２ 特定入院料の施設基準は、治療室、病床又は病棟ごとに要件を満たすことが必要であること。

第１ 救命救急入院料

１ 救命救急入院料に関する施設基準

(１) 専任の医師が、午前０時より午後12時までの間常に（以下「常時」という。）救命救急セ

ンター内に勤務しているとともに、手術に必要な麻酔医等が当該保険医療機関内に常時待機

していること。

(２) 重篤な救急患者に対する手術等の診療体制に必要な看護師が常時救命救急センター内に勤

務していること。

(３) 重篤な救急患者に対する医療を行うのに必要な次に掲げる装置及び器具を救命救急センタ

ー内に常時備え付けていること。

ア 救急蘇生装置（気管内挿管セット、人工呼吸装置等）

イ 除細動器

ウ ペースメーカー

エ 心電計

オ ポータブルエックス線撮影装置

カ 呼吸循環監視装置

(４) 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分

析を含む必要な検査が常時実施できること。なお、当該センター以外の病床を有しない病院

は、一般病棟入院基本料の届出も同時に行うこと。

(５) 当該センター勤務の医師及び看護師は、当該センターに勤務している時間帯は、当該セン

ター以外での当直勤務を併せて行わないものとすること。

(６) 救命救急入院料の「注３」に掲げる加算の対象となるのは、「医療施設運営費等補助金、

地域医療対策費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱」（平成10年６月24日

厚生省発健政第137号）別紙２の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Ａで

あるものである。

(７) 救命救急入院料の「注４」に掲げる加算の対象となるのは、「救急医療対策事業実施要

綱」（昭和52年７月６日医発第692号）第９に規定する高度救命救急センターである。

２ 届出に関する事項

救命救急入院料の施設基準に係る届出は、別添７の様式42を用いること。また、当該センター

の配置図及び平面図（面積等のわかるもの。）を添付すること。なお、当該センターに勤務する

従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師及び診療エック



- 2 -

ス線技師については、別添７の様式20を用いること。

第２ 特定集中治療室管理料

１ 特定集中治療室管理料に関する施設基準

(１) 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。

(２) 特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集

中治療室の広さは１床当たり15平方メートル以上であること。ただし、新生児用の特定集中

治療室にあっては、１床当たり９平方メートル以上であること。

(３) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えてい

ること。

ア 救急蘇生装置（気管内挿管セット、人工呼吸装置等）

イ 除細動器

ウ ペースメーカー

エ 心電計

オ ポータブルエックス線撮影装置

カ 呼吸循環監視装置

(４) 新生児用の特定集中治療室にあっては、(３)に掲げる装置及び器具のほか、次に掲げる装

置及び器具を特定集中治療室内に常時備えていること。

ア 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置

イ 酸素濃度測定装置

ウ 光線治療器

(５) 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分

析を含む必要な検査が常時実施できること。

(６) 原則として、当該治療室内はバイオクリーンルームであること。

(７) 当該治療室勤務の医師及び看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以

外での当直勤務を併せて行わないものとすること。

(８) 当該入院料を算定している全ての患者の状態を、別添６の別紙17の「重症度に係る評価

票」を用いて測定し、その結果、基準を満たす患者が９割以上いること。

(９) 「重症度に係る評価票」の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、

院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの（修了証が交付されているもの）若しく

は評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。

ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること（１日程度）

イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること

(イ) 看護必要度の考え方、重症度・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法

(ロ) 重症度・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法

２ 届出に関する事項

救命救急入院料の例による。

患者の重症度に係る届出については、別添７の様式43を用いること。

第３ ハイケアユニット入院医療管理料
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１ ハイケアユニット入院医療管理料に関する施設基準

(１) 当該保険医療機関内に、専任の常勤医師が常時１名以上いること。

(２) 当該保険医療機関の一般病床に、ハイケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用

の治療室を有していること。

(３) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えているこ

と。ただし、当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集

中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。

ア 救急蘇生装置（気管内挿管セット、人工呼吸装置等）

イ 除細動器

ウ 心電計

エ 呼吸循環監視装置

(４) 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜

勤を併せて行わないものとすること。

(５) 当該入院料を算定している全ての患者の状態を、別添６の様式18の「重症度・看護必要度

に係る評価票」を用いて毎日測定し、その結果、基準を満たす患者が８割以上いること。

(６) 「重症度・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を受けたものが行うものである

こと。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの（修了証が交付されている

もの）若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。

ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること（１日程度）

イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること

(イ) 看護必要度の考え方、重症度・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法

(ロ) 重症度・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法

２ 届出に関する事項

ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添７の様式44を用いること。

また、当該治療室に勤務する従事者については、別添７の様式20を用いること。

第４ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料

１ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料に関する施設基準

(１) 当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を５年以上有する専任の常勤医師

が常時１名以上いること。

(２) 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。

(３) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えているこ

と。ただし、当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集

中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。

ア 救急蘇生装置（気管内挿管セット、人工呼吸装置等）

イ 除細動器

ウ 心電計

エ 呼吸循環監視装置

(４) 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜

勤を併せて行わないものとすること。
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(５) 脳血管疾患等リハビリテーションの経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作

業療法士が１名以上、当該治療室に勤務していること。なお、当該理学療法士又は当該作業

療法士は、疾患別リハビリテーションを担当する専従者との兼務はできないものであること。

(６) 当該治療室の入院患者数の概ね８割以上が、脳梗塞、脳出血又はくも膜下出血の患者であ

ること。

(７) コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影、脳血管造影等の必要な脳画

像撮影及び診断が常時行える体制であること。

(８) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の届出を行っていること。

２ 届出に関する事項

(１) 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添７の様式45を用いるこ

と。

(２) １の(１)及び(５)に掲げる医師及び理学療法士又は作業療法士の経験が確認できる文書を

添付すること。

(３) １の(１)、(４)及び(５)に掲げる医師、看護師及び理学療法士又は作業療法士の勤務の態

様（常勤・非常勤、専従・専任の別）及び勤務時間を、別添７の様式20を用いて提出するこ

と。

第５ 新生児特定集中治療室管理料

１ 新生児特定集中治療室管理料に関する施設基準

(１) 専任の医師が常時、新生児特定集中治療室内に勤務していること。

(２) 新生児特定集中治療室管理を行うのにふさわしい専用の新生児特定集中治療室を有してお

り、当該新生児特定集中治療室の広さは１床当たり７平方メートル以上であること。

(３) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を新生児特定集中治療室内に常時備

えていること。

ア 救急蘇生装置（気管内挿管セット）

イ 新生児用呼吸循環監視装置

ウ 新生児用人工換気装置

エ 微量輸液装置

オ 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置

カ 酸素濃度測定装置

キ 光線治療器

(４) 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分

析を含む必要な検査が常時実施できること。

(５) 原則として、当該治療室はバイオクリーンルームであること。

(６) 当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、治療室又は治療室、中間

室及び回復室からなる病棟（正常新生児室及び一般小児病棟は含まれない。）以外での当直

勤務を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時

間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。

２ 届出に関する事項

救命救急入院料の例による。
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第６ 総合周産期特定集中治療室管理料

１ 総合周産期特定集中治療室管理料に関する施設基準

(１) 母体・胎児集中治療室管理料に関する施設基準

ア 専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。

イ 母体・胎児集中治療室管理を行うにふさわしい専用の母体・胎児集中治療室を有してお

り、当該集中治療室の広さは、１床当たり15平方メートル以上であること。また、当該治

療室に３床以上設置されていること。

ウ 帝王切開術が必要な場合、30分以内に児の娩出が可能となるよう保険医療機関内に、医

師、その他の各職員が配置されていること。

エ 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を母体・胎児集中治療室内に常時

備えていること。

(イ) 救急蘇生装置（気管内挿管セット、人工呼吸装置等）

(ロ) 心電計

(ハ) 呼吸循環監視装置

(ニ) 分娩監視装置

(ホ) 超音波診断装置（カラードップラー法による血流測定が可能なものに限る。）

オ 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガ

ス分析を含む必要な検査が常時実施できること。

カ 原則として、当該治療室はバイオクリーンルームであること。

キ 当該治療室勤務の医師及び看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室

以外での当直勤務を併せて行わないものとすること。

(２) 新生児集中治療室管理料に関する施設基準

ア 第５の１の(１)から(６)までを全て満たしていること。

イ 当該治療室に病床が６床以上設置されていること。

２ 届出に関する事項

救命救急入院料の例による。

第７ 広範囲熱傷特定集中治療室管理料

１ 広範囲熱傷特定集中治療室管理料に関する施設基準

(１) 専任の医師が常時、広範囲熱傷特定集中治療室内に勤務していること。

(２) 広範囲熱傷特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の広範囲熱傷特定集中治療室を有

しており、当該特定集中治療室の広さは、１床当たり15平方メートル以上であること。

(３) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えてい

ること。

ア 熱傷用空気流動ベッド

イ 救急蘇生装置（気管内挿管セット、人工呼吸装置等）

ウ 除細動器

エ ペースメーカー

オ 心電計
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カ 心電図モニター装置

(４) 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分

析を含む必要な検査が常時実施できること。

２ 届出に関する事項

救命救急入院料の例による。

第８ 一類感染症患者入院医療管理料

１ 一類感染症患者入院医療管理料に関する施設基準

当該治療室を有する医療機関は感染症法第６条第12項に規定する特定感染症指定医療機関又は

同法第６条第13項に規定する第一種感染症指定医療機関であること。

２ 届出に関する事項

一類感染症患者入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添７の様式８、様式９及び様式46

を用いること。

第９ 特殊疾患入院医療管理料

１ 特殊疾患入院医療管理料に関する施設基準

(１) 当該病室の入院患者数の概ね８割以上が、脊髄損傷等の重度障害者（平成20年10月１日以

降は、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。）、重度の意識障害者、筋ジストロ

フィー患者又は神経難病患者であること。なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものを

いうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識

障害者となる。

ア 意識障害レベルがＪＣＳ(Japan Coma Scale)でⅡ－３（又は30）以上又はＧＣＳ（Glas

gow Coma Scale）で８点以下の状態が２週以上持続している患者

イ 無動症の患者（閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等）

(２) 当該病室を有する当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時

２人以上配置されており、そのうち１名以上は看護職員であること。

(３) 当該病室に係る病室床面積は、患者１人につき内法による測定で、6.4平方メートル以上

であること。

２ 届出に関する事項

特殊疾患入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添７の様式９、様式20及び様式47を用い

ること。また、当該病棟の配置図及び平面図（面積等がわかるもの。）を添付すること。

第10 小児入院医療管理料

１ 小児入院医療管理料に関する施設基準

(１) 小児入院医療管理料１、２又は３と小児入院医療管理料４の双方を算定することはできな

いものであること。

(２) 小児入院医療管理料において、小児科の常勤の医師とは、小児科又は小児外科を専任する

常勤の医師のことをいう。

(３) 小児入院医療管理料において、少なくとも所定労働時間が週24時間程度の勤務を行ってい

る複数の小児科又は小児外科の医師を組み合わせることにより、当該保険医療機関における
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常勤医師と同じ時間医師を配置する場合には、小児科の常勤の医師が配置されているものと

みなす。ただし、小児入院医療管理料１を算定する病棟において、小児科の常勤の医師が配

置されているものとみなすことができるのは、10名までに限る。

２ 小児入院医療管理料１、２及び３の施設基準

(１) 一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関である

こと。なお、小児入院医療管理料１及び２を算定しようとする保険医療機関であって、他に

一般病棟入院基本料を算定すべき病棟がない場合には、小児入院医療管理料を算定しようと

する病棟に関し、一般病棟入院基本料に係る届出を行うこと。

(２) 当該病棟においては、看護職員による複数夜勤体制がとられていること。

(３) 同一保険医療機関内に小児入院医療管理料１及び２を算定すべき病棟と、小児入院医療管

理料３を算定すべき病室を持つ病棟とは混在することができるものであること。

(４) 小児入院医療管理料１を算定しようとする保険医療機関では、新生児及び６歳未満の乳幼

児の入院を伴う手術件数が年間200件以上であること。

３ 小児入院医療管理料に係る加算の施設基準

(１) 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする保育士が１名以上常勤していること。

(２) 内法による測定で30平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、

当該病棟内（小児入院医療管理料４においては、主として小児が入院する病棟）にあること

が望ましい。

(３) プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。

４ 届出に関する事項

小児入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添７の様式９、様式48から様式48の３までを

用いること。

第11 回復期リハビリテーション病棟入院料

１ 通則

(１) リハビリテーション科を標榜しており、病棟に専任の医師１名以上、専従の理学療法士２

名以上及び作業療法士１名以上の常勤配置を行うこと。なお、複数の病棟において当該入院

料の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれの従事者が配置されていること。

(２) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)

若しくは(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の届

出を行っていること。

(３) 回復期リハビリテーション病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者１人につ

き、6.4平方メートル以上であること。

(４) 患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。

(５) 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。

ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。

(６) 別添６の別紙19又は別紙20に基づきリハビリテーションの実施計画の作成の体制及び適切

な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を定期的に評価する体制がとられていること。

(７) 当該病棟への入院時等に測定する日常生活機能評価は、別添６の別紙22を用いて測定する

こと。また、当該日常生活機能評価表の記入は、院内研修を受けたものが行うものであるこ
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と。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの（修了証が交付されているも

の）若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。

ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること（１日程度）

イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること

(イ) 日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価表の構成と評価方法

(ロ) 日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法

(８) 毎年７月において、１年間（前年７月から６月までの間。）に当該入院料を算定する病棟

に入院していた患者の日常生活機能評価について、別添７の様式49の４により地方社会保険

事務局長に報告を行うこと。ただし、平成20年７月の報告は要しないこと。

２ 回復期リハビリテーション病棟入院料１の施設基準

(１) 当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料１を算定する場合、重症の患者（別添６

の別紙21に定める日常生活機能評価で10点以上の患者をいう。以下この項において同じ。）

が新規入院患者のうち１割５分以上であること。なお、その割合は、次のアに掲げる数をイ

に掲げる数で除して算出するものであること。

ア 直近６か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者（第２部通則

５に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。）のうちの重症の患者数

イ 直近６か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数（第２部通

則５に規定する入院期間が通算される再入院の患者数を除く。）

(２) 他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外

へ転棟した患者、他の保険医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者の

ことをいう。なお、退院患者のうちの他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は、

次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。

ア 直近６か月間に退院した患者数（第２部通則５に規定する入院期間が通算される再入院

患者を除く。）のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数

イ 直近６か月間に退院した患者数（第２部通則５に規定する入院期間が通算される再入院

患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。）

３ 注２に規定する重症患者回復病棟加算の施設基準

重症の患者のうち３割以上の者が退院時に日常生活機能評価で３点以上改善していること。

なお、その割合は、次の(１)に掲げる数を(２)に掲げる数で除して算出するものであること。

(１) 直近６か月間に退院した重症の患者（第２部通則５に規定する入院期間が通算される再入

院の患者を除く。）であって、入院時と比較し日常生活機能評価が３点以上改善した患者数

(２) 直近６か月間に当該病棟に入院していた重症の患者数

４ 届出に関する事項

回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添７の様式８、様式９、

様式20、様式49から様式49の３までを用いること。

第12 亜急性期入院医療管理料

１ 亜急性期入院医療管理料の施設基準

(１) 同一の保険医療機関において、亜急性期入院医療管理料１及び亜急性期入院医療管理料２

の届出を行うことはできないこと。
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(２) 当該病室に係る病室床面積は、患者１人につき内法による測定で、6.4平方メートル以上

であること。

(３) 当該保険医療機関内において、専任の在宅復帰支援を担当する者が１名以上配置されてい

ること。なお、当該担当者は、在宅復帰支援以外の業務は行えないが、当該病室に入院して

いる患者以外の患者に対し、在宅復帰支援を行うことは差し支えない。

(４) 診療記録を適切に管理する体制がとられている保険医療機関とは、診療録管理体制加算を

算定している保険医療機関であること。

(５) 当該病室における直近１か月間（当該管理料の算定開始後３月目以降は、直近３か月間）

の退院患者のうち６割以上が他の保険医療機関へ転院した者等以外の者であること。なお、

他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該管理料に係る病室以外へ

転室した患者及び他の保険医療機関へ転院した患者をいうこと。

２ 届出に関する事項

亜急性期入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添７の様式９、様式20、様式50から様式

50の３までを用いること。なお、亜急性期入院医療管理料２については、別添７の様式50の３を

用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図（面積等がわかるもの。）を添付すること。

第13 特殊疾患病棟入院料

１ 特殊疾患病棟入院料に関する施設基準

(１) 特殊疾患病棟入院料１又は２の施設基準

ア 当該病棟に専任の医師が常勤していること。

イ 当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時２人以上配置さ

れており、そのうち１名以上は看護職員であること。

ウ 当該病棟に係る病棟床面積は、患者１人につき内法による測定で、16平方メートル以上

であること。なお、病棟床面積の算定に当たっては当該病棟内にある治療室、機能訓練室、

浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等の面積を算入して

も差し支えない。

(２) 特殊疾患病棟入院料１の施設基準

当該病棟の入院患者数の概ね８割以上が、脊髄損傷等の重度障害者（平成20年10月１日以

降は、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。）、重度の意識障害者、筋ジストロ

フィー患者又は神経難病患者であること。なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものを

いうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識

障害者となる。

ア 意識障害レベルがＪＣＳ(Japan Coma Scale)でⅡ－３（又は30）以上又はＧＣＳ（Glas

gow Coma Scale）で８点以下の状態が２週以上持続している患者

イ 無動症の患者（閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等）

(３) 特殊疾患病棟入院料２の施設基準

次のいずれかの基準を満たしていること。

ア 次のいずれかに該当する一般病棟又は精神病棟

(イ) 児童福祉法第43条の３に規定する肢体不自由児施設

(ロ) 児童福祉法第43条の４に規定する重症心身障害児施設
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(ハ) 児童福祉法第７条第６項に規定する国立高度専門医療センター

(ニ) 児童福祉法第７条第６項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関

であって厚生労働大臣の指定する医療機関

イ 当該病棟の入院患者数の概ね８割以上が、重度の肢体不自由児（者）（日常生活自立度

のランクＢ以上に限る。）等の重度の障害者（ただし、(２)に掲げる脊髄損傷等の重度障

害者、筋ジストロフィー患者、神経難病患者、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者

(平成20年10月１日以降に限る。)を除く。）であること。

２ 届出に関する事項

特殊疾患病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添７の様式９、様式20、様式24の２及び様式

51を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図（面積等のわかるもの。）を添付すること。

第14 緩和ケア病棟入院料

１ 緩和ケア病棟入院料に関する施設基準等

(１) 主として悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群に罹患している患者を入院させ、緩和ケ

アを行う病棟を単位として行うこと。

(２) 夜間において、看護師が複数配置されていること。

(３) 当該病院の医師の員数は、医療法に定める標準を満たしていること。

(４) 当該病棟内に緩和ケアを担当する常勤の医師が１名以上配置されていること。なお、複数

の病棟において当該入院料の届出を行う場合には、病棟ごとに１名以上の常勤医師が配置さ

れていること。

(５) 当該病棟に係る病棟床面積は、患者１人につき内法による測定で、30平方メートル以上で

あり、病室床面積は、患者１人につき内法による測定で、８平方メートル以上であること。

(６) 当該病棟内に、患者家族の控え室、患者専用の台所、面談室、一定の広さを有する談話室

を備えていること。

(７) 当該病棟は全室個室であって差し支えないが、特別の療養環境の提供に係る病床の数が５

割以下であること。

(８) 入退棟に関する基準が作成され、医師、看護師等により当該病棟の患者の入退棟の判定が

行われていること。

(９) 緩和ケアの内容に関する患者向けの案内が作成され、患者・家族に対する説明が行われて

いること。

２ 届出に関する事項

緩和ケア病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添７の様式９、様式20及び様式52を用いるこ

と。また、当該病棟の配置図及び平面図（面積等がわかるもの。）を添付すること。

第15 精神科救急入院料

１ 精神科救急入院料に関する施設基準等

(１) 医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の

入院患者を入院させていないこと。

(２) 当該病院には、精神保健指定医が５名以上常勤していること。

(３) 当該病院に他の精神病棟が存在する場合は、当該他の精神病棟は、精神病棟入院基本料の
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10対１入院基本料、15対１入院基本料、18対１入院基本料若しくは20対１入院基本料又は特

定入院料を算定している病棟でなければならないこと。

(４) 当該各病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増す

ごとに１以上であること。

(５) 当該各病棟に２名以上の常勤の精神保健福祉士が配置されていること。

(６) 当該各病棟において、日勤帯以外の時間帯にあっては、看護師が常時２名以上配置されて

いること。

(７) 当該病棟の病床数は、１看護単位当たり60床以下であること。

(８) 当該病棟の病床のうち、隔離室を含む個室が半数以上を占めていること。

(９) 必要な検査及びＣＴ撮影が必要に応じて速やかに実施できる体制にあること。ただし、Ｃ

Ｔ撮影については、他の保険医療機関との連携により速やかに実施できる体制が整備されて

いれば足りるものとする。

(10) １月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、４割以上が新規患

者の延べ入院日数である。

(11) 精神科救急医療システム整備事業において基幹的な役割を果たしていること。具体的には、

以下のア及びイのいずれをも満たしていること。

ア 常時精神科救急外来診療が可能であり、精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における

診療（電話再診を除く。）件数が年間200件以上、又は次の地域における人口万対2.5件以

上であること。

(イ) 当該保険医療機関の所在地の都道府県（政令市の区域を含むものとする。）

(ロ) １精神科救急医療圏と１基幹病院が対となって明確に区分された圏域がある場合

（例えば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院とな

る。）は、当該圏域

イ 全ての入院形式の患者受け入れが可能であること。

(12) 当該病棟の年間の新規患者のうち６割以上が措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応

急入院、鑑定入院及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関

する法律（平成15年法律第110号。以下「医療観察法」という。）第42条第１項第１号又は

第61条第１項第１号に規定する同法による入院（以下「医療観察法入院」という。）のいず

れかに係るものであること。

(13) 以下の地域における１年間（当該保険医療機関が精神科救急入院料に係る届出を行う前年

度１年間とする。）における措置入院、緊急措置入院及び応急入院に係る新規入院患者のう

ち、原則として４分の１以上、又は30件以上の患者を当該病棟において受け入れていること。

ア 当該保険医療機関の所在地の都道府県（政令市の区域を含むものとする。）

イ １精神科救急医療圏と１基幹病院が対となって明確に区分された圏域がある場合（例え

ば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院となる。）は、当該

圏域

(14) 精神科救急入院料１の施設基準

措置入院患者、医療観察法第34条第１項若しくは第60条第１項に規定する鑑定入院の命令

を受けた者又は第37条第５項若しくは第62条第２項に規定する鑑定入院の決定を受けた者

（以下「鑑定入院患者」という。）及び医療観察法入院の決定を受けた者（以下「医療観察
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法入院患者」という。）を除いた新規入院患者のうち６割以上が入院日から起算して３月以

内に退院し、在宅へ移行すること。「在宅へ移行する」とは、患家又は障害者自立支援法

（平成17年法律第123号）に規定する障害福祉サービスを行う施設若しくは福祉ホーム又は

同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた精神

障害者社会復帰施設（以下「精神障害者施設」という。）へ移行することである。

(15) 精神科救急入院料２の施設基準

措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者を除いた新規入院患者のうち４割以

上が入院日から起算して３月以内に退院し、在宅へ移行すること。

２ 届出に関する事項

精神科救急入院料の施設基準に係る届出は、別添７の様式８、様式９、様式20（精神保健指定

医については、備考欄に指定番号を記載すること。）、様式53及び様式54を用いること。また、

当該病棟の配置図（隔離室の位置がわかるもの。）を添付すること。

第16 精神科急性期治療病棟入院料

１ 精神科急性期治療病棟入院料に関する施設基準等

(１) 同一保険医療機関内に精神科急性期治療病棟入院料１を算定すべき病棟と精神科急性期治

療病棟入院料２を算定すべき病棟が混在することはできない。

(２) 精神科急性期治療病棟入院料１又は２の施設基準

ア 医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上

の入院患者を入院させていない。

イ 当該各病棟において、日勤帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時２人以上配置され

ており、そのうち１人以上は看護師である。

ウ 当該病院に他の精神病棟が存在する場合は、当該他の精神病棟は、精神病棟入院基本料

の10対１入院基本料、15対１入院基本料、18対１入院基本料若しくは20対１入院基本料又

は特定入院料を算定している病棟でなければならない。

エ 当該各病棟に精神保健指定医である医師及び精神保健福祉士又は臨床心理技術者が常勤

している。

オ 当該病院が精神科救急医療システムに参加していること。

カ 当該病院の全病床数の７割以上又は200床以上が精神病床である若しくは特定機能病院

である。

キ 当該病棟の病床数は、当該病院の精神病床数が300床以下の場合には60床以下であり、

当該病院の精神病床数が300床を超える場合にはその２割以下である。

ク 当該病棟の病床数は、１看護単位当たり60床以下である。

ケ 当該病棟に隔離室がある。

コ １月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、４割以上が新規

患者の延べ入院日数である。

サ 措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者を除いた新規患者のうち４割以上

が入院日から起算して３月以内に退院し、在宅へ移行すること。在宅へ移行するとは、患

家又は精神障害者施設へ移行することである。

２ 届出に関する事項
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精神科急性期治療病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添７の様式９、様式20（精神保健指

定医については、備考欄に指定番号を記載すること。）及び様式53を用いること。また、当該病

棟の配置図（隔離室の位置がわかるもの。）を添付すること。

第16の２ 精神科救急・合併症入院料

１ 精神科救急・合併症入院料に関する施設基準等

(１) 医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上

の入院患者を入院させていないこと。

(２) 当該保険医療機関内に、精神科医師が５名以上常勤していること。

(３) 当該保険医療機関内に当該入院料を算定する病棟以外の他の精神病棟が存在する場合は、

当該他の精神病棟は、精神病棟入院基本料の10対１入院基本料、15対１入院基本料、18対１

入院基本料若しくは20対１入院基本料又は特定入院料を算定している病棟でなければならな

い。

(４) 当該各病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増す

ごとに１以上であること。

(５) 当該各病棟に２名以上の常勤の精神保健福祉士が配置されていること。

(６) 当該各病棟において、日勤帯以外の時間帯にあっては、看護師が常時２人以上配置されて

いること。

(７) 当該病棟の病床数は、１看護単位当たり60床以下であること。

(８) 当該病棟に以下に定める合併症ユニットを有しており、当該病棟の病床のうち、隔離室を

含む個室が半数以上を占める。なお、合併症ユニットの病床は個室として算入することがで

きる。

ア 当該病棟の治療室単位であり、当該病棟の病床数の２割以上であること。

イ 当該治療室に入院する患者は、常時８割以上が下記の身体疾患を持つ精神障害者である

こと。

(イ) 呼吸器系疾患（肺炎、喘息発作、肺気腫）

(ロ) 心疾患（New York Heart Associationの心機能分類のⅢ度、Ⅳ度相当の心不全、虚

血性心疾患、モニター監視を必要とする不整脈）

(ハ) 手術又は直達・介達牽引を要する骨折

(ニ) 重篤な内分泌・代謝性疾患（インスリン投与を要する糖尿病、専門医の診療を要す

る内分泌疾患、肝硬変に伴う高アンモニア血症）

(ホ) 重篤な栄養障害（Body Mass Index 13未満の摂食障害）

(ヘ) 意識障害（急性薬物中毒、アルコール精神障害、電解質異常、代謝性疾患によるせ

ん妄等）

(ト) 全身感染症（結核、後天性免疫不全症候群、梅毒１期、２期、敗血症）

(チ) 急性腹症（消化管出血、イレウス等）

(リ) 悪性症候群、横紋筋融解症

(ヌ) 広範囲（半肢以上）熱傷

(ル) 手術、化学療法又は放射線療法を要する悪性腫瘍

(ヲ) 人工透析中又は腎不全で透析導入を要する状態
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(ワ) 手術室での手術を必要とする状態

(カ) 合併症妊娠・出産

(ヨ) 膠原病（専門医による管理を必要とする状態）

ウ 身体合併症管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備え

ていること。

(イ) 救急蘇生装置

(ロ) 除細動器

(ハ) 心電計

(ニ) 呼吸循環監視装置

(９) 必要な検査及びＣＴ撮影が必要に応じて速やかに実施できる体制にある。

(10) １月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、４割以上が新規患

者の延べ入院日数である。

(11) 措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者を除いた新規入院患者のうち４割以上

が入院日から起算して３月以内に退院し、在宅へ移行すること。「在宅へ移行する」とは、

患家又は障害者自立支援法（平成17年法律第123号）に規定する障害福祉サービスを行う施

設若しくは福祉ホーム又は同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすること

ができることとされた精神障害者社会復帰施設（以下「精神障害者施設」という。）へ移行

することである。

(12) 精神科救急医療システム整備事業において基幹的な役割を果たしていること。具体的には、

常時精神科救急外来診療が可能であり、精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における診療

（電話再診を除く。）件数が年間200件以上、又は次の地域における人口万対2.5件以上であ

ること。

ア 当該保健医療機関の所在地の都道府県（政令市の区域を含むものとする。）

イ １精神科救急医療圏と１基幹病院が対となって明確に区分された圏域がある場合（例え

ば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院となる。）は、当該

圏域

(13) 当該病棟の年間の新規患者のうち６割以上が措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応

急入院、鑑定入院、医療観察法入院及び合併症ユニットへ入院する身体疾患を有する精神障

害者のいずれかに係るものであること。

(14) 以下の地域における１年間（当該保険医療機関が精神科救急・合併症入院料に係る届出を

行う前年度１年間とする。）における措置入院、緊急措置入院及び応急入院に係る新規入院

患者のうち、原則として４分の１以上、又は30件以上の患者を当該病棟において受け入れて

いること

ア 当該保険医療機関の所在地の都道府県（政令市の区域を含むものとする。）

イ １精神科救急医療圏と１基幹病院が対となって明確に区分された圏域がある場合（例え

ば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院となる。）は、当該

圏域

２ 届出に関する事項

精神科救急・合併症入院料の施設基準に係る届出は、別添７の様式９、様式20（精神保健指定

医については、備考欄に指定番号を記載すること。）、様式53及び様式55を用いること。また、
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当該病棟の配置図（合併症ユニット及び隔離室の位置がわかるもの。）を添付すること。

第17 精神療養病棟入院料

１ 精神療養病棟入院料の施設基準等

(１) 医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の

入院患者を入院させていないこと。

(２) 当該病棟に精神保健指定医である常勤の医師及び常勤の作業療法士又は作業療法の経験を

有する常勤の看護職員が配置されていること。

なお、作業療法の経験を有する看護職員とは、専門機関等が主催する作業療法又は生活技

能訓練に関する所定の研修を修了したものであること。

(３) 当該各病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時２人以上配置さ

れており、そのうち１名以上は看護職員であること。

(４) 当該病院には、精神保健福祉士又は臨床心理技術者が常勤していること。

(５) 当該病棟の病床数は、１看護単位当たり60床以下であること。

(６) 当該病棟に係る病室の病床数は、１病室につき６床以下であること。

(７) 当該病棟に係る病棟床面積は、患者１人につき内法による測定で18平方メートル以上であ

り、病室床面積は、患者１人につき内法による測定で、5.8平方メートル以上であること。

なお、病棟床面積の算定に当たっては当該病棟内にある治療室、食堂、談話室、面会室、浴

室、廊下、ナースステーション及び便所等の面積を算入しても差し支えない。

(８) 当該病棟に、当該病棟の入院患者同士が使用できる談話室、食堂、面会室、浴室（又はシ

ャワー室）及び公衆電話が設けられている。ただし、談話室、食堂、面会室については兼用

であっても差し支えない。

(９) 当該病棟に鉄格子がないこと。ただし、既存の病棟については、届出後１年間の経過措置

を認める。

(10) 当該病院に、専用の作業療法室又は生活機能回復訓練室を有していること。

(11) 病棟における患者の金銭管理が適切に行われていること。

２ 届出に関する事項

精神療養病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添７の様式９、様式20（精神保健指定医につ

いては指定番号を作業療法等の経験を有する看護職員については、その旨を備考欄に記載するこ

と。）及び様式24の２を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図（面積、並びに談話室、

食堂、面会室、浴室及び公衆電話の位置等がわかるもの。）を添付すること。

第18 削除

第19 認知症病棟入院料

１ 認知症病棟入院料の施設基準等

(１) 医療法第70条に規定する精神科を標榜している病院である保険医療機関であること。

(２) 同一保険医療機関内に認知症病棟入院料１を算定すべき病棟と認知症病棟入院料２を算定

すべき病棟が混在することはできない。

(３) 認知症病棟入院料１の施設基準
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ア 当該保険医療機関内に、精神科医師及び認知症病棟に専従する作業療法士がそれぞれ１

人以上勤務していること。ただし、平成20年３月31日時点で特殊疾患療養病棟入院料２を

算定している病棟から当該病棟へ移行した場合は、平成21年３月31日までは精神科医師の

勤務のみで足りることとする。

イ 当該病棟に勤務する看護職員の最小必要数の半数以上は、精神病棟に勤務した経験を有

する看護職員であること。

ウ 当該病棟に勤務する看護補助者の最小必要数の半数以上は、精神病棟に勤務した経験を

有する看護補助者であること。

エ 当該病棟において、専従する精神保健福祉士又は専従する臨床心理技術者がいずれか１

人以上勤務していること。

オ 当該病棟における１看護単位は、概ね40～60床を上限とすること。

カ 当該病棟の患者１人当たりの面積は、18平方メートル（管理部分を除く。）を標準とす

ること。ただし、平成20年３月31日時点で特殊疾患療養病棟入院料２を算定している病棟

から当該病棟へ移行した場合は、当分の間、16平方メートル（治療室、機能訓練室、浴室、

廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等の面積を含む。）であっ

ても、認めることとする。

キ 認知症病棟入院医療を行うにふさわしいデイルーム等の共有空間がある等高齢者の行動

しやすい廊下を有していること。

ク 認知症病棟入院医療を行うにふさわしい、広さ60平方メートル以上の専用の生活機能回

復訓練室（平成20年３月31日時点で特殊疾患療養病棟入院料２を算定している病棟から当

該病棟へ移行した場合は、当分の間、代用的に生活機能回復訓練等が行える場所（デイル

ーム等））を有し、当該病棟に入院しているすべての患者に対して、次に掲げる生活機能

回復訓練等を行うこと。

(イ) 医師の指導監督の下で、作業療法士、看護師、精神保健福祉士の従事者により、精

神症状等の軽快及び生活機能の回復を目的に看護並びに生活機能回復のための訓練及

び指導を集中的に行う。

(ロ) 医師の診療に基づき心理検査の結果等を踏まえて作成した患者ごとの治療計画に基

づき、看護並びに生活機能回復のための訓練及び指導を集中的に行うとともに、定期

的にその評価を行う等計画的な治療を行う。

(ハ) 生活機能回復のための訓練及び指導を、生活機能回復訓練室等において患者１人当

たり１日４時間、週５回行う。

(４) 認知症病棟入院料２の施設基準

ア (３)のイからエまでを満たしている。

イ 当該保険医療機関内に、精神科医師及び認知症病棟に専従する作業療法士がそれぞれ１

名以上勤務している。ただし、認知症患者の作業療法の経験を有する看護師が１人以上勤

務する認知症病棟にあっては、作業療法士が週１回以上当該病棟において患者の作業療法

についての評価を行う場合には、当分の間、作業療法士が１人以上勤務していることとみ

なす。なお、作業療法の経験を有する看護師とは、専門機関等が主催する認知症指導に関

する所定の研修を修了した者である。この場合、当該看護師は当該入院料を算定する際の

看護師の員数には算入しない。
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ウ 当該病棟における１看護単位は、概ね60床を上限とする。

エ 当該病棟の患者１人当たりの面積は、18平方メートル（管理部分を除く。）以上とする。

ただし、平成20年３月31日時点で特殊疾患療養病棟入院料２を算定している病棟から当該

病棟へ移行した場合は、当分の間、16平方メートル（治療室、機能訓練室、浴室、廊下、

デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等の面積を含む。）であっても、

認めることとする。

オ 認知症病棟入院医療を行うにふさわしい、広さ60平方メートル以上の専用の生活機能回

復訓練室（平成20年３月31日時点で特殊疾患療養病棟入院料２を算定している病棟から当

該病棟へ移行した場合は、当分の間、代用的に生活機能回復訓練等が行える場所（デイル

ーム等））を有し、当該病棟に入院しているすべての患者に対して、次に掲げる生活機能

回復機能訓練等を行うこと。

(イ) 医師の指導監督の下で、作業療法士、看護師又は精神保健福祉士の従事者により、

精神症状等の軽快及び生活機能の回復を目的に看護並びに生活機能回復のための訓練

及び指導を集中的に行う。

(ロ) 医師の診療に基づき心理検査の結果等を踏まえて作成した患者ごとの治療計画に基

づき、看護並びに生活機能回復のための訓練及び指導を集中的に行うとともに、定期

的にその評価を行う等計画的な治療を行う。

(ハ) 生活機能回復のための訓練及び指導を、生活機能回復訓練室等において患者１人当

たり１日４時間、週５回行う。

２ 届出に関する事項

認知症病棟入院料に係る施設基準の届出は、別添７の様式９、様式20及び様式56を用いること。

また、当該病棟の配置図及び平面図を添付すること。

第20 診療所後期高齢者医療管理料

１ 診療所後期高齢者医療管理料の施設基準等

(１) 診療所後期高齢者医療管理の施設基準に係る届出の受理は、当該診療所の病室を単位とし

て行うこと。

(２) 夜間における緊急時の体制を整備することとし、当該診療所内に、看護職員又は看護補助

者を１人以上配置していること。

(３) 当該診療所後期高齢者医療管理を行う病床の１人当たり病室面積は6.4平方メートル以上

であること。

(４) 食堂及び浴室を有すること。

(５) 機能訓練ができること。

２ 届出に関する事項

診療所後期高齢者医療管理に係る施設基準の届出は、別添７の様式57及び様式57の２を用いる

こと。また、当該病棟の配置図及び平面図を添付すること。
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別添５

短期滞在手術基本料の施設基準等

短期滞在手術基本料に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。

１ 短期滞在手術基本料１に関する施設基準

(１) 術後の患者の回復のために適切な専用の病床を有する回復室が確保されていること。ただし、

当該病床は必ずしも許可病床である必要はない。

(２) 看護師が常時患者４人に１人の割合で回復室に勤務していること。

(３) 当該医療機関が、退院後概ね３日間の患者に対して24時間緊急対応の可能な状態にあること。

又は当該医療機関と密接に提携しており、当該手術を受けた患者について24時間緊急対応が可

能な状態にある医療機関があること。

(４) 短期滞在手術基本料に係る手術が行われる日において、麻酔科医が勤務していること。

(５) 術前に患者に十分に説明し、別添６の別紙23を参考として同意を得ること。

２ 短期滞在手術基本料２に関する施設基準

(１) 当該保険医療機関が、病院にあっては７対１入院基本料、10対１入院基本料、13対１入院基

本料、15対１入院基本料、18対１入院基本料又は20対１入院基本料のいずれかの基準を、有床

診療所にあっては有床診療所入院基本料１の基準を満たしていること。

(２) １の(３)及び(４)を満たしていること。

(３) 術前に患者に十分に説明し、別添６の別紙22を参考として同意を得ること。

３ 届出に関する事項

短期滞在手術基本料の施設基準に係る届出は、別添７の様式９及び様式58を用いること。
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